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＊教育再生実行会議

・第３回 教育再生実行会議 配布資料（2月26日）

＊厚生労働省

・Q＆A　民生委員・児童委員はどのような活動をしているのですか？（2月13日）
・障害者雇用が進んでいない６都県の教育委員会に対して障害者採用計画の適正実施を勧告（2月27日）

＊文部科学省

・スポーツ指導における暴力根絶へ向けて～文部科学大臣メッセージ～ （2月5日） 
　
＊毎日新聞

・アンケート:児童養護施設など退所者、精神面と生活面で不安定さを抱え　直後に孤独感・孤立感、３／４が３年未満で辞職　／埼玉（2月1日）

・ひまわりが咲く日:児童虐待を追う　ふさがる傷／１　実父、養父の暴力に耐え続け　／奈良（2月1日）
・子ども会議:いじめや虐待、子供が語る場　名古屋のＮＰＯ、今夏に公開会議　米の公聴会制度、参考に（2月3日）

・余録:両手を腰にあて、ピアノの伴奏に合わせて…（2月3日）

・児童養護施設:暮らす子の自立支援　退所後の生活援助なく　１人暮らし練習、住宅提供も（2月4日）

・﻿社説:学校内虐待　障害児の悲鳴を聞け（2月5日）
・広島・長女暴行死:親子支援、継続的に見守る　「サポートステーション」新設へ　県が児童虐待防止策　／広島（2月7日）

・ひまわりが咲く日:児童虐待を追う　ふさがる傷／２　当たり前の幸せ、やっと　／奈良（2月8日）

・児童虐待防止条例:名古屋市議会で議員提案へ（2月11日）

・ハーグ条約:加盟へ　国会で５月にも承認（2月14日）

・ひまわりが咲く日:児童虐待を追う　ふさがる傷／３　継母から突然の暴力　／奈良（2月15日）

・境界を生きる:同性愛のいま／１　「気持ち悪い」に自分偽り（2月18日）

・境界を生きる:同性愛のいま／２　結婚に法の下での平等を（2月19日）

・児童虐待:虐待招く不安定雇用　生活保護ない困窮、一時保護多く　見守り・一定収入重要（2月19日）

・境界を生きる:同性愛のいま／３　ＬＧＢＴ市場、狙う企業（2月20日）

・﻿境界を生きる:同性愛のいま／４　新たな家族のかたち、探し（2月21日）
・ひまわりが咲く日:児童虐待を追う　ふさがる傷／４　今日生きることに感謝　／奈良（2月22日）

・現場発:いじめ兆候、見逃しません　山口・全公立小中学校、週１アンケート導入　実名回答、子どもの変化を即チェック（2月25日）

・香山リカのココロの万華鏡:子どもの心に向き合って　／東京（2月19日）

・体罰:容認、中学で４割　「生徒指導難しい」−−福岡・春日市教委調査（2月20日）

・境界を生きる:同性愛のいま　当事者に聞く

・いいママになりたかった:大阪２児放置死事件　反響特集　「ママ一人の肩には重過ぎる」（2月26日）

・社説:いじめ体罰提言　今すぐできることから（2月27日）

・記者の目:部活動の体罰＝林田七恵（大阪社会部）（2月28日）
＊読売新聞

・児童虐待防止　専門員を拠点病院に（2月2日）

・いじめ相談専門員、元教員を除外…大津市長（2月5日）

・大津市いじめ防止条例、議員提案で可決へ（2月13日）

・大津市がいじめ防止条例可決、第三者機関常設へ（2月19日）

・「いじめ防止条例」　高森町が制定へ（長野）（2月22日）

・虐待で心に傷、子どものケア施設…川崎（2月25日）
・横浜市がいじめ防止条例制定へ（2月26日）

・社説　ハーグ条約　子供の利益守る制度を築け（2月28日）

＊教育再生実行会議

・第３回 教育再生実行会議 配布資料（2月26日）

いじめの問題等への対応について（第一次提言案）
教育委員会制度について（文部科学省提出資料）
いじめの問題等への対応について（第一次提言案）参考資料
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai3/siryou.html
＊厚生労働省

・Q＆A　民生委員・児童委員はどのような活動をしているのですか？（2月13日）
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/minseiiin01/qa03.html
・障害者雇用が進んでいない６都県の教育委員会に対して障害者採用計画の適正実施を勧告（2月27日）

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、国および地方公共団体に、法定雇用率以上の身体障害者または知的障害者の雇用を義務付けており、法定雇用率を達成していない場合は、障害者採用計画を作成しなければなりません。
都道府県教育委員会（以下「教育委員会」）のうち31都道県の教育委員会は、平成23年６月１日現在、教育委員会に義務付けられている法定雇用率2.0％を達成できていなかったため、平成24年１月に、２年間にわたる障害者採用計画を作成しました。しかし、中間時点に当たる平成24年12月１日現在、下記の６都県の教育委員会は、いずれもこの採用計画を適正に実施していません。
このため厚生労働省は、これらの教育委員会に対し、障害者雇用促進法第39条第２項の規定に基づき、採用計画を適正に実施するよう、２月27日付けで厚生労働大臣名による勧告を行いました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
◎　適正実施勧告の対象となる教育委員会（６教育委員会）
　　岩手県教育委員会、福島県教育委員会、東京都教育委員会、新潟県教育委員会、滋賀県教育委員会、鳥取県教育委員会
なお、採用計画を作成した31都道県の教育委員会のうち、10県の教育委員会が平成24年12月１日までに法定雇用率を達成しています。
（平成24年12月１日現在、全国で法定雇用率を達成している教育委員会は26府県）

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002vpwf.html
＊文部科学省

・スポーツ指導における暴力根絶へ向けて～文部科学大臣メッセージ～ （2月5日） 
　日本のスポーツの良さは、チームワークであり、自他共栄の心です。どんな時にも切磋琢磨し合いながらお互いを尊重して助け合い、励まし合いつつ、共に高め合うのがその姿です。
　しかし、今般、柔道女子日本代表チームをはじめ、スポーツ指導において暴力を行使する事案が明るみに出ました。
　こうしたことはあってはならないことであり、大変遺憾であります。
　私は、今般の事態を日本のスポーツ史上最大の危機と捉えています。選手一人たりとも見捨てることなく、全ての選手がその志を全うすることができる環境をスポーツ界の皆様とともに作ることこそが焦眉の急と考え、国民の皆様、全てのスポーツ関係者・選手に向けてメッセージを送ります。

　そもそもスポーツは、スポーツ基本法にうたわれているとおり、心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神の涵養などのために行われるものであり、世界共通の人類の文化であって、暴力とは相いれません。
　オリンピック憲章においても、スポーツにおけるいかなる形の暴力も否定されており、コーチや選手によるフェアプレーと非暴力の精神の尊重が定められています。

　私は、こうした問題が選手の立場に立って速やかに解決できるよう、「スポーツ指導から暴力を一掃する」という基本原則に立ち戻り、スポーツ界を挙げて取り組む必要があると考えます。
　このため、柔道のみならず他の競技種目も含めて実態を調査し、スポーツ指導の名の下に暴力を見過ごしてこなかったか、改めて現実を直視すべきです。
　その上で、スポーツ指導者に対し暴力根絶の指導を徹底するとともに、スポーツ指導者が暴力によるのではなく、コーチング技術やスポーツ医・科学に立脚して後進をしっかり指導できる能力を体得していくために、スポーツ指導者の養成・研修の在り方を改善することが大切だと考えます。
　また、各競技団体に、相談・通報窓口の設置等ガバナンス・コンプライアンスの確立を進めることも求められます。
　さらに、問題が生じたときでも、選手が練習に専念して自己の能力を最大限伸ばす環境を確保できるよう、中立的な第三者が相談を受けることのできる仕組みを整えることが重要です。
　このような様々な仕組みをスポーツ界一丸となって早急に整えることで、《新しい時代にふさわしいスポーツの指導法》が確立されるよう、全力を尽くす所存です。

　こうした改革と併せて、スポーツ指導者一人一人が、その大切な使命と重責を改めて十分自覚し、率先してスポーツにおける暴力の根絶に努めていただきたいと考えます。
　日本人らしい信頼と絆で結ばれる真の『強いスポーツ』をつくるために、いかなる形の暴力も許さないという覚悟の下、国民の皆様、スポーツに関わる全ての皆様一人一人の御協力をお願い申し上げます。

平成25年2月5日

文部科学大臣　下村　博文

http://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/1330634.htm
＊毎日新聞

・アンケート:児童養護施設など退所者、精神面と生活面で不安定さを抱え　直後に孤独感・孤立感、３／４が３年未満で辞職　／埼玉（2月1日）
　県こども安全課は、虐待などを受け家庭で生活できない児童生徒が暮らす児童養護施設や児童自立支援施設などを過去１０年以内に退所した人を対象に、昨年実施したアンケート結果をまとめた。回答者の半数近くが「施設退所直後にまず困ったこと」として「孤独感、孤立感」を挙げたほか、約４分の３が退所後に就いた仕事を３年未満で辞めており、退所者が精神面と生活面の両面で不安定さを抱えていることが浮き彫りになった。【西田真季子】

　県内施設（さいたま市所管と新設は除く）２４カ所を１０年以内に退所し、施設が連絡先を把握している６１２人にアンケートを郵送し、１４８人から回答があった。同課によると、県が児童養護施設退所者の調査を本格的に行うのは初めて。

　アンケートでは、退所後に就いた仕事の期間を尋ねる設問に７８人が回答し、このうち５８人が３年未満で仕事を辞めていた。現在困っていることとしては７割近くの人が「生活全般の不安や将来のこと」を挙げ、「生活費等、経済的な問題」が続いた。

　「働いている」と答えた９８人のうち５４人（５５・１％）が「正社員」と回答したが、１１年度に総務省が１５〜２４歳の男女（在学中を除く）を対象に行った同様の調査では、正社員が６７・７％を占めており、１０ポイント以上下回っている。

　また、困った時の相談相手としては、８割近くが「施設の職員」を挙げ、自由記述欄には「施設に連絡すらできない子どももいる」「親や友人と問題があって入所しているのだから、頼れる人などいない。私たちは『大丈夫』と言う。けど、『大丈夫』は『助けて』の意味を持っている」などと孤立を訴える声が目立った。

　「児童養護施設」は原則として１８歳で退所しなければならず、児童が自立を目指し共同生活をする「自立援助ホーム」も国などの補助金が２０歳で打ち切られる。施設側からは県に「入所者のケアに時間を取られがちなので、退所者のケアのためには人手を増やしてほしい」などの意見が寄せられており、同課は「退所者のケアが一層必要だ。ＮＰＯとも協力して取り組みたい」としている。

http://mainichi.jp/area/saitama/news/20130201ddlk11100287000c.html
・ひまわりが咲く日:児童虐待を追う　ふさがる傷／１　実父、養父の暴力に耐え続け　／奈良（2月1日）
　◇「我慢して」母の言葉に絶望

　２人の父親から虐待を受けた女性がいる。

　大阪府内に住む上原陽子さん（３０）。田園風景が広がる京都府の丹後半島で生まれた。実の両親と２歳上の兄の４人家族。父は仕事をせず、家で酒を飲み、イライラすると兄妹を殴り、けった。「あまり記憶はないが、恐怖だけは覚えている」。左脇には傷跡が残っている。父に包丁で刺された跡だ。母は兄妹の命の危険を感じ、３歳の時に離婚した。

　◇布団は血まみれ、ゴミあさる日々

　母はすぐに再婚。しかし義父もまた、暴力を振るった。毎日のようにパチンコに行き、帰ってくると寝ている兄妹を起こして殴った。母は、多くが義父のパチンコ代や酒代に消えていく家計を支えようと、昼は縫製工場、夜はスナックで働き、ほとんど家にいなかった。敷地内に住んでいた義父の父が暴力を止めに入ってくれたが、小学６年の時にがんで亡くなり、虐待はエスカレートした。

　「布団はいつも血まみれで、顔と体には常にあざがあった」。兄への暴力はさらにひどく、鉄パイプで殴られたりしていた。

　食事も十分に与えてもらえなかった。親族が経営していた自宅近くの喫茶店に行き、裏に置いてあるゴミ箱をあさってパンの耳をかじり、飼っていた犬のドッグフードを食べて空腹を紛らわせた。

　中学の先生にあざについて聞かれても「兄妹げんかで…」としか言えなかった。義父の報復が怖くて、ただ耐えた。

　そのうち、抱きつかれたり、風呂をのぞかれるようになった。引き出しを勝手に開けて下着を見られ、服を脱げと脅されたこともあった。我慢が限界に達し、母に相談した。「我慢して。そうすればこっちにとばっちりが来ないから」。母の言葉に、絶望した。「それでも母親か、と心底憎んだ」。それ以来、誰にも相談することはなかった。

　中学１年の時、母が義父との間に男児を妊娠した。弟ができることを喜んだが、おたふく風邪を引き、母にも感染。母は中絶した。義父から「お前が殺したんだ」と毎日のように責められた。「私なんか死んだ方がいい。朝、飛び降りて自殺しよう」と眠りについた晩、その男の子が夢に出てきた。「死んだらあかん、僕の分まで生きて」。その言葉が支えになった。

　中学では、１歳年上の先輩と付き合い始め、髪を明るく染め、たばこを吸い、ピアスを開けた。家には帰らず、夜通し遊んだ。しかし、義父はそれを許さなかった。連れ戻され、背中や手にたばこを押しつけられた。そして、部屋にかぎをかけられ、家から出してもらえない日々が続いた。「孤独で、自分の部屋が刑務所みたいだった」
　半年後、再び学校に通えるようになったが、義父が給食費の支払いを渋り、また学校に行けなくなった。中学３年間で、実際に学校に通ったのは半年ほどだった。その間に、兄は高校を中退し、逃げるように家を出て行った。

　◇母の入院機に家出、「殺す」と手紙残し

　卒業後は、母と同じ縫製工場に就職。給料日には、義父が仁王立ちして帰りを待っていた。「ミシンを毎日毎日かけてやっと手にしたお金が、一瞬でパチンコ代に消える。力をつけて、復讐（ふくしゅう）してやろうと思っていた」

　１６歳の時、母が子宮がんで入院した。義父との２人暮らしが始まった。「いつか犯される」。その恐怖から、半年後に家出をした。

　出て行くとき、義父あての手紙を残した。その内容を今も覚えている。

　「絶対殺してやる。戻って殺してやるから待ってろよ。おまえがお母さんを病気にしたんや」【岡奈津希】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◇実態伝え被害防ぐ　虐待の傷に迫る第３部

　取材で知り合った女子高生。母親のことをたった一言、「嫌い」と吐き捨てた。そしてうつむき押し黙った。心身に受けた虐待の重さをひしひしと感じ、それ以上言葉を掛けることをためらった。

　でもそれでよかったのか。虐待は悲惨だ。しかし、本当の実態を知るためには、つらくても当事者に聞くしかない。その内容を伝えることで、虐待を踏みとどまったり、通報しようという人が増え、子供たちが救われることにつながることを願う。

　「ひまわりが咲く日」は第３部として、当事者にあえて深く迫る。自分と同じような被害者が生まれないために、二度と思い出したくないことを、記者に赤裸々に語っていただいた方もいた。

　タイトルは「ふさがる傷」。どんなにつらい経験をしても、希望を見つけ、乗り越えてきたという当事者の言葉をヒントにつけた。「心の傷は消えることはないが、いつかふさがる」。このメッセージを同じように虐待で苦しむ人々に届けたい。【岡奈津希】

◇数多く出版、小説や体験記　社会的関心集める　「身近な問題」感じて
　育児放棄（ネグレクト）などの問題を扱う「歓喜の仔」（天童荒太著）など児童虐待を描いた小説や、虐待された過去を告白した体験記が数多く出版され、社会的な関心を集めている。「歓喜の仔」は幻冬舎から昨年１１月に出版され、既に読者から１００通以上の手紙やメールが届いているという。

　児童虐待に詳しい西澤哲・山梨県立大教授（臨床心理学）は「自分とは関係のない世界の物語としてではなく、社会のゆがみから生じた身近な問題なんだと感じながら読んでほしい」と話す。また、本やブログで虐待体験を語ることについて、西澤教授は「自身を客観的に見られていることを示し、過去を乗り越えるステップだ」と指摘している。【岡奈津希】

http://mainichi.jp/area/nara/news/20130201ddlk29040477000c.html
・子ども会議:いじめや虐待、子供が語る場　名古屋のＮＰＯ、今夏に公開会議　米の公聴会制度、参考に（2月3日）
　虐待やいじめ、体罰について子供が意見を発表できる場を作ろうと、名古屋市のＮＰＯ法人「子どもの虐待防止ネットワーク・あいち（ＣＡＰＮＡ）」が、小・中・高校生が公開の場で思いを語る「子ども会議」を同市内で今夏に開く。全国でも珍しい取り組みで、ＣＡＰＮＡの岩城正光弁護士は「親や先生が前面に出て子供が意見を言えない現状を変えたい」と話す。

　参考にしたのは、名古屋市と姉妹都市の米ロサンゼルス市の公聴会制度。公聴会では、いじめなどの被害に遭った生徒らが市議や裁判官、市民の前で自分の経験を語り、テレビ放映もされるという。ロサンゼルス市は生徒らの意見を聞き、対策に生かしている。

　子ども会議は愛知県内を中心に参加を募集する。集まった生徒は年代別に分かれ、虐待▽いじめ▽体罰▽自殺の４分野で議論し、最後に代表者が意見を発表する予定。被害経験の有無は問わないが、被害者が希望した場合、プライバシーに配慮した形での参加も検討する。

　精神的ショックを受けた子供の思いを幅広く聞くため、東日本大震災の被災地の生徒を招くことも検討中。会議の内容は報告書にまとめ、市に提出する方針だ。

　名古屋市では１４年９月、約１００カ国が参加予定の「子ども虐待防止世界会議」（日本子ども虐待防止学会など主催）が国内で初めて開催される。ＣＡＰＮＡは子ども会議をステップとし、世界会議でも愛知県などの生徒に意見発表してもらう方向で調整している。

　岩城弁護士は「いじめなどの問題は、大人が子供に『何かあったら言ってこい』というのではなく、大人から子供に意見を聞きにいくことが重要。解決に向けて、社会の意識を変える必要がある」と指摘する。【三木幸治】

http://mainichi.jp/area/news/20130203ddq041040002000c.html
・余録:両手を腰にあて、ピアノの伴奏に合わせて…（2月3日）
　両手を腰にあて、ピアノの伴奏に合わせてリズムを取る。「右足を出して、左足出すと……歩ける！」。お笑いコンビＣＯＷＣＯＷの「あたりまえ体操」というネタだ。千葉県主催の障害者虐待防止研修会では参加者全員が毎回この体操をする▲スプーンをうまく使えない障害者がいる。では、なぜ私たちは使えるのか、母は考えた。スプーンでご飯を口に入れ、歯や唇でご飯がこぼれないようにして、スプーンの角度を変えながら引く。意外に複雑な動作をしているのだ▲息子は靴（くつ）もうまく履（は）けない。私たちは靴の中に足を入れる時、自然と足先をすぼめながら少しねじっている。あらゆる日常動作は微妙に身体や神経を使わないとスムーズにならない。あたりまえにやっていることが難しいのだ▲「よくこの脳の状態で生きている。僕の子だったら恐ろしくて見られない」と息子のＣＴ（コンピューター断層撮影）の画像を見た医師に言われた。「素人でよかったわ。知識がないから怖くないもの」。その母も、イライラすることがある。汗だくで下着が丸まってうまく着られない。つい、ポカッ。悲しそうな瞳で見つめられた▲どんなやさしい人にも虐待につながりかねない魔の瞬間がある。あなたにとってあたりまえのことは、私にもあたりまえとは限らない。たとえ親子でも相手のあたりまえが見えなくなる時がある▲研修では、あたりまえ体操の後、約２００人の福祉職員が少人数に分かれてグループ討議をする。記録係は障害者の母たちだ。発言は一切なし。いずれは親が先にゆくのだ。わが子を託す若い世代の言葉を母たちはじっと聞いている。

http://mainichi.jp/select/news/20130203ddm001070076000c.html
・児童養護施設:暮らす子の自立支援　退所後の生活援助なく　１人暮らし練習、住宅提供も（2月4日）
　虐待を受けるなどの理由で親と暮らせず、児童養護施設で育つ子どもは全国で約３万人に上る。高校を卒業して退所した後は６２・７％（０５年度、全国児童養護施設協議会調べ）が１人暮らしとなるが、生活費に困っても頼る親はいない。社会で生き抜くためには、退所前に将来設計を明確に描かなければならない。彼らを支える「自立支援」について、東京と千葉の取り組みを取材した。【榊真理子】

　児童養護施設「二葉むさしが丘学園」（東京都小平市）には、退所を控えた子どもが１人暮らしの練習をする「自活訓練棟」がある。昨年１１月、ここで２週間暮らした高校３年の女子は「お金の管理が大変だった」と振り返る。食費にあてられるのは１日１０５０円。やりくりして食材を買い、肉じゃがやドリアを作った。

　同園で訓練の決まりや書類を作るなど、包括的立場で自立支援の体制を整えるのが「自立支援コーディネーター」の鈴木章浩さんだ。この女子を担当していた男性職員（２６）は「献立の問題点など気づかない点を、鈴木さんが教えてくれたので助かった」と話す。

　訓練後の反省会では、担当職員と鈴木さんと３人で将来の見通しを話し合った。「鈴木さんに、退所後の資金計画を厳しく指摘してもらった」と女子。「退所して専門学校へ進学した後は、学校とバイトの繰り返しになると覚悟しました」。訓練を経て、意識が高まったようだ。

　自立支援コーディネーターは、東京都が１２年度から始めた取り組みで、希望した３７施設に配置している。国は１１年７月にまとめた「社会的養護の課題と将来像」で、「児童養護施設に自立支援担当職員を置く」としたが、国の予算は１施設年間約２００万円で、十分な支援は難しい。都は常勤職員を配置できるよう、１施設に約５３０万円を独自に補助している。

　職務は、職場体験の受け入れ先の開拓▽進学希望の子どもが使える奨学金制度の把握▽退所後、遠方に住む子どものケア−−など幅広い。鈴木さんは「ＮＰＯなどの支援組織や他施設のコーディネーターと連携しながら取り組みたい」と語る。

　　　　　＊

　千葉県では１１年８月、児童養護施設などを運営する７法人が３０万円ずつを出資して、協同組合「千葉県若人自立支援機構」を作った。退所者への住宅提供や、生活資金の貸し付けを行う。専務理事の水鳥川（みどりかわ）洋子さんは「施設を出る子どもの半数は、貯金が１０万円以下しかなく、すぐ生活に行き詰まってしまう。施設ごとの対応では限界があり、まとまって支える仕組みを作った」と話す。

　組合が用意する住宅は、賃貸契約時の保証人がいらず、家賃は月２万５０００円。加盟する房総双葉学園（千葉市）の小木曽宏施設長は「これまで仕事と住まいを失った子は、とりあえず出身の施設に戻ってもらうしかなかった。安く住居を提供でき、本人も次に向かって切り替えができる」と話す。組合は、子どもに生活設計の講座を開いたり、職員からの法律相談にも応じる。「自立につまずいても、少しの援助があれば救える子どもも多い。彼らに寄り添いたい」
　◇相談窓口求める声

　退所した子どもたちの孤独感や支援の必要性は、さまざまな調査結果からも浮かぶ。ＮＰＯ法人ふたばふらっとホーム（東京都調布市）が１１年、養護施設や里親家庭などで暮らした１０〜３０代の９４９人に「社会に出て困ったこと」（複数回答）を聞いたところ、「いきなり１人になりさびしかった」（３４％）、「アパートなどの保証人（がいない）」（３３％）などの回答が多かった。

　埼玉県は１２年、過去１０年に児童養護施設などを退所した２３５９人のうち、連絡先を把握している６１２人に調査を実施した。「退所前後に望ましい支援」（回答１４８人、複数回答）は、「相談窓口」４７．３％▽「精神的な支援」４５．９％−−などだった。

http://mainichi.jp/feature/news/20130204ddm013100016000c.html
・﻿社説:学校内虐待　障害児の悲鳴を聞け（2月5日）
　頭をこづく、襟首を持って引きずり回す、床にたたき付ける、罵声を浴びせる。障害のある児童・生徒に対する先生の虐待を最近よく耳にする。まさか、と思われるかもしれないが、どこでも虐待は起こり得る。学校だけが例外であるわけがない。

　障害者虐待防止法が昨年施行され、連日のように各地の市町村に相談や通報が寄せられている。ところが、同法で定められた調査対象は「家庭」「福祉現場」「雇用現場」だけで、「学校」「病院」は直接調査に入ることができない。文部科学省や医療関係者が反対したからだ。

　しかし、障害者の親の会を対象にした調査では、家庭や福祉現場よりも学校での虐待件数の方が多かった。人手不足もたしかだが、福祉現場も人手は足りない。むしろ、密室化した教室で力ずくの指導、感情に任せた叱責がまかり通っているとの声を現場の先生たち自身から聞く。教員資格は持っていても障害特有の心理や行動特性は意外に知らない先生が多いというのだ。障害者の人権に関する法整備が進み、行動障害に関する認識や対処方法も開発されてきた。そうしたことに関心を持たない無知や独善も虐待を生む一因となっているのかもしれない。

　虐待防止法が施行されてから、福祉現場の管理者や職員に対する研修は盛んに行われるようになった。地域によって温度差はあるが、大阪府では専門のスーパーバイザーを６０人養成し福祉現場に派遣して支援技術を向上させ虐待リスクを低減させる職場の構築に努めている。そうした改善に向けた取り組みの流れから外れているのが学校だ。

　同法では学校と病院の管理者に虐待の予防改善義務が課せられた。心を痛めて孤軍奮闘している先生もいる。心理や福祉の専門職の協力も得て学校現場を改善すべきだ。

　一方、国連障害者権利条約を批准するために国内法の見直しが現在行われている。中央教育審議会は昨年、「インクルーシブ（包摂的）教育」の推進や障害特性に合った合理的配慮を学校現場に導入する報告書をまとめた。障害のある子もない子も同じ場所で学ぶことを原則とするのだが、現在そうした統合教育に積極的な学校も発達障害などの特性に配慮が足りず、専門職を含めた人員不足もあって、子どもがストレスで２次障害を起こし福祉現場に救いを求めてくるケースが後を絶たない。

インクルーシブ教育が大事なのは当然である。しかし、学校が今のままではつぶれる子が続出するのではないか。悲鳴すら上げられず自らを傷つけている障害児を見てほしい。子どもが言わないため、先生たちは原因を知らないだけだ。
http://mainichi.jp/select/news/20130205ddm005070167000c.html
・広島・長女暴行死:親子支援、継続的に見守る　「サポートステーション」新設へ　県が児童虐待防止策　／広島（2月7日）

　県は府中町の小学５年、堀内唯真（ゆま）さん（当時１１歳）が死亡した虐待事件の検証結果を踏まえて、虐待を受けて児童養護施設に入所していた児童が家庭に戻った後も、親子の見守りなどの支援をする「サポートステーション」（仮称）を新設する方針を決めた。県内の児童養護施設と乳児院計１４カ所に業務を委託し、早ければ４月から始める。【寺岡俊】

　また、施設の入所措置を解除する判断や、解除後の見守り期間などの基準の策定にも併せて取り組む。１３年度当初予算案に、関連経費を計上する。

　サポートステーションの設置は、幼児・児童や家族の様子をよく知る施設の職員が、退所後も親子に積極的に関与することが狙い。虐待の再発時には子どもが駆け込む場所となり、親に対しては子育て相談に乗ることで再発のリスク軽減が図れる。施設でステーションを担当する職員は市町の「要保護児童対策地域協議会」に出席したり、県こども家庭センター（児童相談所）とも連携しながら、支援を継続する。

　一方、県によると、市町の担当者からは「どこまで見守りを継続したら良いのか分からない」という声が寄せられている。事件を巡り一連の行政対応などを検証してきた県の委員会は１日に提出した報告書で、見守りの継続期間などの基準を明確化するよう提言。これを受けて県は、専門家ら外部に委託して、県内の虐待事案を調査分析し、統一的な判断基準を策定する。

　唯真さんの事件では、施設への入所措置を１１年３月に解除した際、県は「再発リスクの少ない終結事案」と判断。転入先の府中町には電話連絡だけで済ませて文書で詳細を引き継がず、継続的な見守りをしていなかった。
　県が設置した委員会は、こうした対応の不備を指摘したうえで、児童虐待の防止を図るための課題や提言を盛り込んだ報告書をまとめた。委員会での検証作業と並行して、県は児童虐待防止に向けた政策を検討していた。

http://mainichi.jp/area/hiroshima/news/20130207ddlk34040622000c.html
・ひまわりが咲く日:児童虐待を追う　ふさがる傷／２　当たり前の幸せ、やっと　／奈良（2月8日）

　◇２人の父、今は「許そう」

　「絶対殺してやる」

　義父への手紙を残し、家を飛び出した上原陽子さん（３０）。当時、まだ１７歳。３歳から続いた義父の虐待から逃れたい一心だった。

　家を出る直前、子宮がんで入院している母に会いに行った。

　「もう一緒に住めない」と話す上原さんに、母は「あんたの好きなように生きて。今までごめんね。もっとかばってやればよかった」とむせび泣いた。

　実父と義父による長年の虐待。それを止めてくれなかった母。それでも手作りで服を縫ってくれるなど、時々愛されているとも感じていた。

　泣く母を見て、「やっと分かってくれた」と号泣した。憎しみが一瞬にして消えた。「母を許そう」。自然にそう思えた。

　◇苦労の一人暮らし　１８歳で結婚、妊娠

　母との関係は修復されたが、家を出ての一人暮らしは楽ではなかった。当てもなく向かった先は大阪。手元には、かき集めた３万円しかない。昼はコンビニエンスストア、夜はスナック。無我夢中で働いた。睡眠時間は２、３時間。生きるのに必死だった。

　あっという間に１年が過ぎた。ある日、スナックに常連客と一緒に来た男性。優しく温かい雰囲気にひかれた。６歳年上の彼は会社員。「愛情にあふれているような人だった」。たちまち恋に落ち、１８歳で結婚、間もなく長女を妊娠した。

　幸せな一方、不安もあった。虐待を受けて育った自分が、子供を愛することができるのか。

　妊娠直後、夫と夫の両親に、虐待の過去を初めて打ち明けた。どんな反応をされるか怖かった。

　静かに聞いていた夫は「今からがお前の人生。これから幸せになればいい」。両親も「あんたは嫁じゃなくて、私たちの娘だよ」。温かい言葉がうれしくて胸が詰まった。「家族っていいな」。大きくなっていくおなかの中で懸命に生きる、小さな命を心底、いとおしく思えるようになった。

　それでも虐待の過去は、心の深いところで突き刺さっていた。

　義父に殴られている夢を見て、自分の叫び声で夜中に目が覚める。いつも全身が震えていた。家出してからも悪夢に悩まされた。

　傷はなかなか癒えなかったが、その後、２人の子供に恵まれ、家族は５人に。１日の始まりに「おはよう」と言う相手がいる。仕事に行く夫を「いってらっしゃい」と見送り、「おかえり」と迎える。３食ごはんを食べられる。ゆっくり風呂に入れる。暖かい布団で寝られる。そんな当たり前のことがうれしかった。

気が付くと３年前から虐待される夢を見なくなった。傷が少しずつふさがっていった。
　◇体験語り“人助け”　ＮＰＯ法人を設立

　虐待に耐えられず、自殺も考えた。義父に殺されたたかもしれないし、逆に殺したかもしれない。生まれてから１７歳まで、実父と義父から受けた凄まじい虐待。その体験を約２年前から人前で語り始めた。

　思い出すのはつらかった。途中で泣き出すこともあった。それでも「虐待されている人を助けたい」との思いでやり続けた。

　「自殺しようと思っていたけど、話を聞いて生きようと思った」。そんな手紙ももらった。昨年１２月、ＮＰＯ法人「虐待問題研究所」（大阪市）を設立。楽しく子育てをしてほしいと、親への勉強会を開いたり、悩み相談を受けている。

　大阪府内の公園で先月下旬、上原さん親子が楽しそうに遊んでいた。「お母さんこっち来て」と甘える５歳の女の子。９歳の兄と１０歳の姉は遊具に登るのを手伝い、仲の良さを見せた。

　母は、家出して約半年後に亡くなった。３歳で離婚した実父は行方知れず。義父とは母の葬儀以来、会っていない。

　「たくさんの人が応援してくれ、居場所がある。だから今は、２人の父も許そうと思える」。そっと優しくほほ笑んだ。【岡奈津希】

http://mainichi.jp/area/nara/news/20130208ddlk29040595000c.html
・児童虐待防止条例:名古屋市議会で議員提案へ（2月11日）
　名古屋市議会の自民、公明、民主各市議団の議員７人が「児童を虐待から守る条例」案を２１日開会の２月定例議会に議員提案することが１０日分かった。市内の児童相談所２カ所と１６区役所が情報共有する仕組みを盛り込んだ。

　条例案は、地域に相談支援拠点を指定できるほか、児童虐待の取り組み状況を議会に報告し、公表を義務付ける。米ロサンゼルス市では、日本の児相に相当する機関や警察に児童虐待の情報が寄せられた場合、速やかに情報共有するシステムがあり、参考にした。

　市内では１１年１０月、中学２年の男子生徒が母親の交際相手に虐待を受け死亡する事件が起き、区役所と児相の連携不備などが指摘されていた。市によると、児童虐待防止条例は、ほかに全国の政令指定都市３市で制定されている。【高木香奈】

http://mainichi.jp/select/news/20130211k0000m040089000c.html
・ハーグ条約:加盟へ　国会で５月にも承認（2月14日）

　国際結婚が破綻した夫婦間の子供の扱いを定めた「ハーグ条約」の加盟が今国会で承認される見通しとなった。自民党は同条約承認案と関連法案を来週にも了承する方針で、一部に異論が出ていた公明党も同意する方向。政府は近く条約承認案と関連法案を国会に提出し、１３年度当初予算案成立後の５月にも承認されるとみられる。

　自民党外交・法務合同部会は１３日、ハーグ条約承認案と関連法案の対応を協議した。党内では、配偶者暴力（ＤＶ）に遭った日本人の母が子供を連れて帰国した場合の対応などを巡り慎重論も浮上。しかし、会合では大きな反対論は出ず、来週の次回会合で国会提出を了承することを確認した。

　一方、公明党の山口那津男代表は１２日の記者会見で「基本的には政府・与党で条約承認と国内法を成立させる立場で臨むべきだ」と加盟を容認する考えを示した。党内には女性議員を中心に条約加盟への慎重論があったものの、１９日の政調全体会議で条約承認案などを了承する方向だ。

　国際結婚と離婚の増加に伴い、一方の親が国境を越えて子を不法に連れ去る問題が多発している。日本に対し、子の連れ去り事案を最も多く提起しているのは米国で、１２年９月現在で８１件に上る。このため、米国は日本政府にハーグ条約への加盟を強く求めてきた。

　民主党の野田前政権は昨年の通常国会に条約承認案と関連法案を提出したが、１１月の衆院解散で廃案になっていた。安倍政権は民主党政権の案を踏襲する方針で、民主党も賛成に回るとみられる。

　首相は１３日の衆院予算委員会で「ハーグ条約は我が国にも重要だ。（日本へ）子供をつれて帰ってくる人がいるが、逆の場合もあり、ルール作りはプラスになる」と強調した。来週に開かれる日米首脳会談で早期加盟の意向をオバマ大統領に直接伝える方針だ。【横田愛】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　■ことば

　◇ハーグ条約

　国際結婚が破綻した夫婦の一方が無断で子供（１６歳未満）を国外に連れ去り、もう一方が返還を求めた場合、原則として子を元の国に返し、どちらが養育するかを決めると定めた条約。親権の確定は元々住んでいた国で行われることが望ましいとの考え方に基づく。欧米など８９カ国が加盟（１月現在）し、日本はＧ８で唯一の未加盟国。ただ日本国内では、配偶者暴力（ＤＶ）被害や虐待を受け、帰国した日本人配偶者・子が安易に元の国に戻されることなどを懸念する意見もある。

http://mainichi.jp/select/news/20130214ddm001010053000c.html
・ひまわりが咲く日:児童虐待を追う　ふさがる傷／３　継母から突然の暴力　／奈良（2月15日）
　◇豹変した父に「殺されそうに」

　父親が再婚してから約半年後、継母の虐待が始まった。そして父親から２度、「殺されそうに」なった。

　島田妙子さん（４１）＝会社経営、大阪府島本町＝。虐待の記憶は今も鮮明だ。

　再婚は小学２年で７歳の時。当時、兄２人との５人家族で、兵庫県内に住んでいた。継母は宿題を見てくれるなど優しかった。

　「呼んだら何ですぐ来ないの」。ただ、それだけの理由で、突然、靴べらで腕を思い切りたたかれた。

　「悪いことをしたら、しつけとしてたたくから。お父さんには言うたらあかんで」。虐待は兄２人にも向かった。

　妊娠した継母。「それでイライラしているのかな」。最初はそう思った。でも、虐待は止まらなかった。

　たたく、つねる。階段を突き落とされる。包丁を持って追いかけられ、真冬の中を裸で逃げた。アイロンを近づけられ、熱湯をかけられた。一晩中、寝ないで立たされたこともあった。

　◇育ち盛りの３兄妹、犬のエサを食べて

　「何でこんなことをされるんだろう」。考えても分からなかった。気が付くと「どんどん『無』に。何も感じなくなっていった」。

　兄妹３人は年子。虐待が始まった頃は育ち盛り。継母の虐待は、食事を十分に与えないネグレクト（育児放棄）もあった。

　それだけではなかった。「腐ったご飯を『食べろ』と言われた。とても食べられないから、飼い犬のエサ用だったご飯をこっそり多めに炊き、食べていた」。

　つらかった。思いあまって次兄が父親に虐待を訴えた。「お父ちゃんなら、止めてくれる」。信じた。

　両親の離婚は４歳の時。兄妹３人を引き取った父。母が恋しい時もあったが、父は優しかった。家族全員で風呂に入り兄妹で父の背中を流した。「妙子はいい子だね」。喜んでくれる顔を見るのがうれしかった。

　子供への虐待を知った父は継母を殴った。しかし、継母は「自分で生んでもいない子の面倒を、誰が見てやってるの」と逆上。激しく言い争う声は、夜中まで続いた。

　次の日から、継母は父の前でも暴力を振るうようになった。父は、兄妹と目を合わせなくなり、酒におぼれた。父自身も虐待するようになった。

　継母の虐待は「くそ」で済んだ。父のは衝撃だった。精神的にだけでなく、された内容も残酷的なものだった。

　小学２年から始まった虐待は中学２年まで７年間、父と継母から続いた。父の行為で「死ぬ」と思ったことが２度、あった。

　小学３年の終わりごろ、突然、風呂に父が入ってきた。髪をつかまれ、湯船に沈められた。引き上げられ、また沈められる。継母はそれをただ見ていた。お湯を飲み、むせ返りながら、意識が遠のくのを感じた。
　中学２年の時は、父に首を絞められた。近所から集めた自治会費がなくなり、継母が「この子たちがとった」と責めた。父は兄妹３人を狂ったように殴り、島田さんの首に手を掛けた。意識を失いかけた。長兄が泣きながら父を引き離そうとした瞬間、ガラス製の灰皿で長兄の頭を殴った。頭から血が噴き出し、長兄は失神。翌日、高校１年だった長兄は、既に働いていた友人を頼り、家を出た。

　◇助けてくれた友人、止めない大人たち

　支えは友だち。あざだらけでガリガリの姿を見て、虐待を知り、家にかくまってくれた。兄２人とは、「早く大人になって家を出よう」と励まし合った。

　継母は生まれた実子の男の子を可愛がり、島田さんら３兄妹に、実子に対し敬語を強制した。出産後、同居した継母の母親は３人に同情的だったが、虐待を止めることができなかった。近所の人も分かっていたが、知らんぷりだった。

　「大人なんて自分のことばかり考えている、汚い奴しかいない」

　不信感でいっぱいだった時、一人の大人が動いた。【岡奈津希】

http://mainichi.jp/area/nara/news/20130215ddlk29040584000c.html
・境界を生きる:同性愛のいま／１　「気持ち悪い」に自分偽り（2月18日）

　◇教師、友人からも偏見や差別　苦しさ吐き出せる場必要

　男性は女性を愛し、女性は男性を愛するもの−−。「異性愛」を前提とした社会の中で、同性愛者は時に差別の対象とされ、自分の本当の姿を偽ることを強いられてきた。生きづらさを抱える人がいる一方、彼らを取り巻く状況に、ここへ来て変化の兆しも見えてきた。【丹野恒一】

　「同性愛者って気持ち悪いよな」

　神奈川県に住む高校２年生の七海さん（１７）＝仮名＝は、中学３年時の保健体育の授業で男性教諭が薄笑いを浮かべて発した言葉が、今も耳に残っている。

　授業のテーマはエイズ。レズビアン（女性同性愛者）の七海さんは、軽い気持ちで「同性愛者も性感染症になりますか」と質問した。

　「なると思うよ。それにしても同性愛者って……」

　残酷な言葉が返ってきた。

　それまでは友達とのおしゃべりでも「男の子より女の子の方が好き」と自然に話せていた。だが、あの一言で「私は『気持ち悪い』と思われる種類の人間なんだ」と思い知った。授業が終わると、こらえていた涙があふれ出した。

　女子の友達が好きな男性の話題で盛り上がると、いたたまれなくなる。「芸能人で好きなのは誰？」と聞かれるのも怖い。一瞬でも戸惑ったら変に勘ぐられる、と思ってしまうのだ。「松山ケンイチさん！」。即答できるよう、あらかじめ決めてある。でも、うそで覆い隠した自分が段々嫌になる。

　ゲイ（男性同性愛者）で法政大３年のマコトさん（２３）は、小学３年の時に同級生に「オカマ」と言われたショックで、卒業直前まで不登校になった。中学では一番の友達と思っていた男子生徒の「女っぽいくせに」という言葉が胸に刺さり、半分は不登校に。高校時代は「いっそしゃべらなければいいんだ」と、人間関係を拒絶して乗り切った。

　大学では友達も恋人もできた。でも「彼氏とデートした」とは、やはり言えない。いちいち「彼女と」と言い換えるのに疲れ、教室から足が遠のいた。１年留年した。

　　　　◇

　「人を好きだという気持ちを友達と共有できれば、自分をより高められる。同性愛の子どもたちはそれができない」

　横浜市で性的マイノリティー（ＬＧＢＴ）向けのコミュニティースペース「ＳＨＩＰにじいろキャビン」（http://www2.ship-web.com）を運営するＮＰＯ法人「ＳＨＩＰ」の星野慎二代表（５３）はため息をつく。

　性的マイノリティーの中で、同性愛の人たちは性同一性障害以上に、強い偏見や差別にさらされてきた。ＳＨＩＰは高校生や教職員にＬＧＢＴを理解してもらう出張授業をしているが、学校側の依頼は「性同一性障害について」が圧倒的に多い。

「性同一性障害は病気という位置付け。性別変更に関する法律があり、メディアでも取り上げられる。同性愛者は趣味嗜好（しこう）の問題と片付けられるか、まるで存在していないかのように無視されるのです」
　学校だけではない。ＮＰＯ法人「レインボープライド愛媛」は昨年の衆院選で各政党に、性的マイノリティーの人権に関するアンケートを行った。この調査で自民党は、性同一性障害に対する施策は必要と認めたが、同性愛者への対応は「必要ない」と答えた。

　「ホモもレズも消滅してほしい」「生殖しないゴミに税金使っても意味ないじゃん」。インターネットの掲示板には、今も同性愛者への差別的な書き込みがあふれている。

　　　　◇

　つらい環境に耐えかね、自ら死を選ぶ同性愛者も少なくない。宝塚大看護学部の日高庸晴准教授らが０１年、大阪市で若者２０９５人を対象に自殺未遂の経験を尋ねたところ、同性愛や両性愛の男性は、異性愛の男性と比べ、自殺を図ったことがある率が約６倍も高かった。

　多くの同性愛者は、身近な人にもカミングアウト（告白）していない。誰にも言えずに自殺してしまえば、原因は特定できないままになる。苦しさを気兼ねなく口にできる存在が不可欠だ。

　自らもゲイである心理カウンセラーの村上裕さん（３１）は０８年から、東京都中野区で「カウンセリングルームＰ・Ｍ・Ｒ」（http://www.pmr-co.com）を開いている。今年１月には「ゲイの心理カウンセラー養成講座」も始めた。

　自分も１０代のころ、自殺を考えるほど苦しんだ。あの時もし、同じ立場のカウンセラーがいたら、どれだけ救われたか−−。そんな思いが背中を押したという。

　「先月笑っていた人が、今月にはいなくなっている。ゲイの世界ではそれが当たり前になってしまう。死のうとしている人が『もう少し生きてもいいかな』と思えるような言葉を使えるゲイのカウンセラーが必要なのです」＝つづく

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◇同じ性別、恋愛対象

　同性愛とは、自分と同じ性別の人が恋愛の対象になること。病気とは異なり、治療できるものではない。レズビアン、ゲイ、両性愛のバイセクシュアル、トランスジェンダー（疾患名は性同一性障害）の頭文字から取った総称として「ＬＧＢＴ」という言葉も使われる。

　電通総研が昨年２月、２０〜５０代の約７万人を対象に行ったインターネット調査によると、自分がＬＧＢＴのいずれかと答えた人が５・２％いた。カミングアウトしていない人は、同性愛・両性愛の男性が５１・９％、女性が５７・３％だった。

一般の人にＬＧＢＴの当事者に対する気持ちを尋ねたところ「つい偏見を持ってしまう」と答えたのは、女性が２４％だったのに対し、男性は４３・３％。性別による差がはっきり出た。「隠さずに話してほしい」と答えたのも、２０〜３０代の女性が６８％だったのに対し、４０〜５０代の男性は４１・３％にとどまった。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◇連載の単行本出版

　連載「境界を生きる」は０９年秋にスタート。染色体やホルモンの異常により性別がはっきりしないことがある「性分化疾患」や、性同一性障害の子どもの苦悩などを取り上げ、性の多様性を問いかけてきた。２６日にはこれまでの連載に大幅加筆した単行本「境界を生きる　性と生のはざまで」が、毎日新聞社から出版される。

http://mainichi.jp/feature/news/20130218ddm013100005000c.html
・境界を生きる:同性愛のいま／２　結婚に法の下での平等を（2月19日）
　◇生活、さまざまな不利益　法整備願う、式決意のカップル

　今春、１組のレズビアン（女性同性愛者）のカップルが、東京ディズニーシー（千葉県浦安市）内のホテルで結婚式を挙げる。会社員のひろこさん（３５）と、パートの東小雪さん（２８）。大好きなミッキーマウスの祝福を受け、式の後にはともにウエディングドレス姿で園内をパレードする。その日を思い浮かべながら、一緒に式の準備をする時間が、２人にはいとおしい。

　日本では法律上、結婚できるのは男女のカップルだけ。婚姻届は出せず、式はセレモニーに過ぎない。それでも２人が式にこだわるのには理由がある。

　東京都内で一緒に暮らし始めて１年になろうとしていた昨年春、小雪さんがインフルエンザをこじらせ発作を起こした。救急車を呼んだひろこさんは、駆けつけた隊員に聞かれた。「お友達ですか」

　「はい」と答えれば、付き添いを断られるかもしれない。でも、パートナーだと言えば救急隊員は混乱するだろう……。とっさの判断でうそをついた。

　「姉です」

　法律で夫婦と認められない同性カップルには、「結婚」生活を営む上でさまざまな不利益が生じる。給与の家族手当や、税の配偶者控除は受けられない。財産の相続も、生命保険の受け取りもできない。パートナーが事故に遭った時、医療行為への意思決定に関与できない。個人情報の保護を理由に、病状さえ教えてもらえないこともある。苦肉の策として、年下の人が年上の人の養子になる形で法的関係を結ぶカップルもいる。

　ひろこさんとの関係について親の理解を得られていない小雪さんは、式を挙げると決めた後「もしもの時は財産をすべてひろこさんに渡してほしい」と遺言を書いた。

　ディズニーシーで式を挙げれば、従来考えられていなかった「女性と女性の結婚」を、多くの来園者が目にすることになる。「私たちの結婚式が、同性カップルの法的保障に光が当たるきっかけになれば」と、２人は願う。

　　　　　◇

　同性カップルの結婚（同性婚）は０１年、オランダで初めて認められた。結婚に近い制度を持つ国も合わせると、今では２０カ国を超えている。欧米では、他人の生き方の自由を尊重する土壌があり、受け入れやすいようだ。

　日本でも、同性愛者らでつくる「特別配偶者法全国ネットワーク」が、国に法的保障の充実などを求めてはいる。だが、法整備が動き出すまでの盛り上がりはまだない。

同性婚に詳しい二宮周平・立命館大教授（家族法）は「日本人は近年、少数派の人が何に困っているかに無関心になっている印象がある。価値観が対立する事柄について、政治家が臆病になり主導しようとしないのも、運動が広がらない大きな理由だ」と語る。
　だが、そんな風潮にもわずかながら変化の兆しはある。

　東京都中野区議の石坂わたるさん（３６）は一昨年の区議選で、自身がゲイ（男性同性愛者）であることを公表して初当選した。

　パートナーとともに家探しをした際、大家の理解が得られず苦労した。やっと家を見つけた後も「なぜゲイのカップルが入居した」と、住民から苦情が出たこともある。

　当選後、区民から同様の悩みが多く寄せられたのを機に、区に改善を働きかけた。その結果、家探しが難しい高齢者などと業者の仲立ちをする区の支援事業の対象に、同性カップルが加わることになった。

　　　　　◇

　「同性愛の同胞が、法の下で平等に扱われるようになるまで、私たちの旅は終わらない。なぜなら、私たちが本当に平等に創造されたのだとすれば、互いの愛もまた平等でなければならないからだ」

　米国のオバマ大統領は１月２１日、２期目の就任演説でこう訴えた。日本の旅は、まだ始まったばかりだ。【丹野恒一】

http://mainichi.jp/feature/news/20130219ddm013100024000c.html
・児童虐待:虐待招く不安定雇用　生活保護ない困窮、一時保護多く　見守り・一定収入重要（2月19日）
　千葉明徳短大（千葉市）の山野良一教授が児童虐待と生活困窮度の関係を調べたところ、児童相談所の一時保護を受けた虐待の割合は、生活保護世帯より収入が多いとみられる住民税非課税世帯で高いことが分かった。近年の研究では、親の貧困は児童虐待につながりやすいとされるが、逆の結果。非課税世帯は不安定な雇用で経済的ストレスが大きい一方、生活保護世帯はケースワーカーの訪問などで孤立せずに済んでいることなどが背景にあるとみられる。【遠藤拓】

　全国児童相談所長会が０８年に行った調査では、虐待が把握された世帯の３割超が経済的困難を抱えていたとの結果が出ている。

　山野教授は親の収入差や人的支援の有無がもたらす影響に着目。この調査を分析し昨年１２月に学会で発表した。それによると、全国の児童相談所が０８年４〜６月に虐待を把握した６７６４世帯の内訳は、困窮していない（住民税課税）２０２７世帯▽所得が基準以下の住民税非課税６９８世帯▽生活保護受給７７２世帯−−で、残りは不明だった。

　一方、子供を虐待から守るなどの目的で親から引き離す一時保護に踏み切ったケースは、住民税課税５６２世帯（２７・７％）▽住民税非課税３１３世帯（４４・８％）▽生活保護受給３０４世帯（３９・４％）で、住民税非課税世帯が生活保護世帯より多かった。

　非課税世帯では、親が生活費を稼ぐため不安定な非正規雇用労働で働くケースが少なくない上、人的支援を受けられる制度もない。これに対し、生活保護世帯は最低限の暮らしに足りない生活費が保護費で賄われ、自治体のケースワーカーが生活指導するなど親子関係を見守り、子育ての悩みを相談する機会もある。

　調査結果はこうした状況を反映したものとみられ、山野教授は「生活保護が子供を虐待から守っていることを示唆した」と指摘。「親の経済的ストレスが高まり、児童虐待が深刻化する可能性がある」として生活保護の切り下げに反対しており、「非課税世帯も含めた子育て支援を抜本的に改善すべきだ」と話している。

http://mainichi.jp/select/news/20130219dde001040006000c.html
・境界を生きる:同性愛のいま／３　ＬＧＢＴ市場、狙う企業（2月20日）
　◇高い可処分所得、消費動向調査　当事者限定、就職説明会も

　「ゲイ（男性同性愛者）の人たちは可処分所得が高く、旅行やファッションにお金をかける。このマーケットをいかにつかむか」

　昨年１１月、東京都新宿区。「新富裕層ＬＧＢＴ戦略」と題したセミナーに、旅行代理店や航空会社、大手ホテルの担当者ら２５人が集まった。ゲイを中心とした性的マイノリティー（ＬＧＢＴ）を「富裕層」と位置付け、海外からの観光客誘致につなげる狙いだ。

　セミナーを企画したのは、旅行コンサルティング会社「ＳＫトラベルコンサルティング」（東京都北区）。年間約１５０組のゲイのカップルを日本に送っているというロサンゼルスの旅行代理店スタッフらが講師を務めた。「ゲイは知性的な人が多く、ゆったりと旅を楽しむ。必然的に宿泊数が増え、単価も上がる」と語る講師。「日本でも通用するか」という質問に「成功しない理由がない」と言い切った。

　　　　　　◇

　ＬＧＢＴの存在をビジネスチャンスととらえる動きが、一部の企業に出てきた。

　日本では、カミングアウト（告白）の難しさもあり、就労の問題を抱えるＬＧＢＴは少なくない。だが、カップルが２人とも男性で、双方に収入があるゲイの場合、経済的に比較的余裕があるとも言われる。

　電通総研は昨年、初めて国内のＬＧＢＴに関する大規模な消費動向調査を実施した。インターネットを使い、２０〜５０代の男女計約７万人からＬＧＢＴ層４９０人と一般層３００人を抽出し、回答を比較した。

　「どんな商品にお金をかけるか」との質問に「海外旅行」と答えたのは、ＬＧＢＴ男性が一般男性の２・６倍。「国内旅行」は約１・５倍、「化粧品・理美容品」は約２・７倍にのぼった。女性では「車・バイク」で、ＬＧＢＴ女性が４倍近く高かった。

　マーケティング会社「コチ」の東田真樹社長は「ＬＧＢＴがお金をかけるジャンルとかけないジャンルを見極め、うまく訴求する商品やサービスを提供できれば、大きなビジネスチャンスがある」と話す。

　大手旅行代理店のＪＴＢは２年前、社内にＬＧＢＴのマーケティングチームを作った。法人専門のグループ会社で企画・販促を担当する百中さおりさんは「旅行者を受け入れる関係企業はまだ、ＬＧＢＴとは何かが分かっていない」と指摘。ＬＧＢＴへの理解を深めるため、まずは企業向けの海外視察旅行を企画中だ。

こうした企業の姿勢に対し、当事者たちは「ＬＧＢＴへの関心が深まるのは好ましいこと」と評価する声がある一方で、ビジネスの対象としてだけ見られることへの冷ややかな見方もある。性的少数者が働きやすい職場環境を求める市民グループ「虹色ダイバーシティ」の村木真紀代表は、こうくぎを刺す。
　「ＬＧＢＴに取り入ろうとしても、その企業にいる当事者が安心して働ける環境でなければ、それが口コミで広がり、かえって反感を買う可能性もある」

　　　　　　◇

　セミナーが開かれたのと同じころ、東京都港区の六本木ヒルズ森タワー４７階に、リクルートスーツに身を包んだ約３０人の学生が集まった。外資系金融大手「ゴールドマン・サックス」が実施した、ＬＧＢＴ限定の就職説明会だった。

　前方のスクリーンに、中継で結ばれたニューヨークのオフィスにいる女性幹部が映し出された。彼女は女性パートナーがいることを明かし「自分のスタイルを隠さなければならないような会社は選ばないように」と、自社がいかにＬＧＢＴにとってチャンスのある企業であるかを訴えかけた。

　連載の第１回で登場した法政大３年のマコトさん（２３）は、現在就職活動中。面接ではゲイであることを明言したうえで、ＬＧＢＴへの理解を深めるための出張授業などを行うサークルでの活動の実績をアピールする考えだ。「それを理由に拒絶するなら、企業の方がおかしい」

　ＬＧＢＴに友好的であることが、企業のアピールポイントになる−−。そんな時代が目の前に来ている。【丹野恒一】

http://mainichi.jp/feature/news/20130220ddm013100041000c.html
・﻿
境界を生きる:同性愛のいま／４　新たな家族のかたち、探し（2月21日）

　◇２人の父、代理母が子出産　シングルマザー同士も

　カナダの最大都市・トロントですくすくと育つ１歳の双子、ゲン（元）君とライデン（来伝）君には、２人の父親がいる。法的に認められ、同性同士で結婚したゲイ（男性同性愛者）のカップルだ。血もつながっている。代理母が産んでくれたのだ。性の多様性の先には、新たな「家族のかたち」も存在する。

　「パパ」と呼ばれる静岡市出身の中村心（しん）さん（４２）と、「ダディ」と呼ばれる米国・オハイオ州出身のマークさん（４１）。２人は９８年に東京で恋に落ちた。「将来、子どもを持ちたいな」。初デートから夢を語り合った。

　正式に結婚できて、子どもを安全に育てられる国に住もう−−。２人はカナダで永住権を取り、０７年に移り住んだ。トロントには、子どもを持ちたい同性カップルが養子制度や代理母について学んだり、育児指導を受けたりする、世界的にも珍しい公共の「ゲイの父親教室」がある。２人も３カ月受講した。

　両親がゲイで、子どもはしっかり育つのか。そんな心配もあった。だが、父親教室でゲイのカップルに育てられた子どもが「愛情をかけて育ててもらった。何の問題もありません」と胸を張るのを見て、心は決まった。

　翌年、日本人と米国人の親を持つ女性から卵子提供を受け、受精卵を凍結保存した。だが、大変なのはそこから。「危険を冒して子どもを産んでくれる代理母を探さねばならなかった」と心さんは振り返る。

　ようやく代理母が見つかったのは２年半後。インターネットのサイトに代理母を探していると書き込んだところ、偶然目に留めた女性がいたのだ。夫と２人の子どもに囲まれ、満ち足りた生活を送っていたこの女性は「ゲイのカップルにも幸せになってほしい」と、代理出産を申し出た。

　双方の精子をそれぞれ使った受精卵で双子が欲しい。２人の要望を、女性は快く受け入れた。心さんは女性の妊婦健診に毎回付き添い、出産を支えた。そして１１年秋、元気な双子が生まれた。

　現在、平日の子育てはホテル関係の仕事を休職した心さんが担い、生活費は会社員のマークさんが稼ぐ。代理母とは「家族のように」毎週メールを交換している。

　「若いころはゲイであることに絶望し、自殺も考えた。こんなに素晴らしい未来があるとは」。心さんがやさしくほほ笑んだ。

　同性愛者は子どもまで巻き込むべきではない−−。同性愛の当事者の中にさえ、こんな声がある。だが「ゲイの父親教室」でコーディネーターを務めるクリス・ベルトーベンさんは訴える。

　「そう考えてしまうのは社会が原因。『人種差別があるから黒人は子どもを持つな』と言う人がいますか」

　契約社員の麻実さん（３５）と会社員の緑さん（３６）＝ともに仮名＝は、それぞれの小学生の娘と４人で暮らす。男性と結婚し、出産後に離婚した２人の女性が愛し合い、子どもとともに「一つの家族」になったのだ。

　もともと女性が好きだった麻実さんは「我慢すれば男性を愛せるはずだ」と２４歳で結婚。子どもができた。しかし、やがて自分を偽ることができなくなり「男性も愛せると思っていたが、違った」と、夫に告げた。

　麻実さんと同じような境遇にある緑さんはシングルマザーの友人として互いの生活を支え合ううちに、互いにひかれ合うようになった。

　「彼女の子どもにとっては、泊まりがけで遊びに来ていた親子が、いつしか毎日泊まるようになった感じ」と麻実さん。だが３年前、結婚式を挙げることを決めたのを機に、２人が夫婦のような関係だと子どもたちに打ち明けた。

　子どもたちは当初「ポカーンとしていた」が、しっかり説明すると、受け入れたようだ。小学校には「親戚同士で暮らしている」と伝えている。「変に誤解されると困るから、友達には言わない方がいいよ」と子どもに話すのはつらい。でも、麻実さんは、こう話すようにもしている。

　「長い歴史の中で、多くのマイノリティーが生きづらさと闘ってきた。２０００年代に入ってから、同性同士で結婚できる国も出てきた。日本もきっと変わるよ」【丹野恒一】

http://mainichi.jp/feature/news/20130221ddm013100002000c.html
・ひまわりが咲く日:児童虐待を追う　ふさがる傷／４　今日生きることに感謝　／奈良（2月22日）
　◇闇から救いの手、担任に告白

　「それ、どうしたの」

　中学２年になってすぐだった。虐待でできた顔のあざ。担任だった庄治恵子先生（当時２７歳）が声をかけて来た。

　父と継母から島田妙子さん（４２）への虐待。小学２年から続いた。その間、多くの大人は無関心だった。

　「自分を気にしてくれる大人がいた」。うれしくて、「何があっても守るから」との言葉にも押され、虐待のすべてを打ち明けた。

　庄治先生はその凄まじさに驚き、学年主任の男性教師らに報告。そして父と継母を学校に呼び出した。

　「しつけ」との言い訳をする２人に、庄治先生は「これは虐待です。今度、虐待の形跡があれば警察に連絡します」。最後に立ち上がって「あかんもんはあかん」と引かなかった。

　ただ、虐待は、服の下に隠れる尻をたたくなど陰湿化。ついに前回の記事で紹介した、父に首を絞められる出来事が起きた。

　家を出て、庄治先生の自宅に向かった。途中で偶然、庄治先生を見かけたが、幼い子供の手を引く姿に「迷惑になる」と、声をかけるのを思いとどまった。

　結局、学年主任に電話で伝え、駆けつけた庄治先生らに助けられ、最終的に児童相談所に保護された。

　７年間続いた虐待が終わった。「永遠に続く闇のトンネルがパカッと割れて、大きな手が救い出してくれたような感じだった」

　◇優しさ戻った父が自殺、継母は孤独死

　ただ、父と次兄が気がかりだった。中学２年の終わりごろ、児童養護施設の職員から父が離婚したと聞いた。どうしても会いたくなり、施設を抜け出した。

　「妙子」。父に名前を久しぶりに呼ばれた。２人とも涙が止まらなかった。背中をトン、トンと優しくたたき謝る父。首を横に振るのが精いっぱいだった。「優しいお父ちゃんに戻ってくれた」。次兄も「もう大丈夫」と笑顔を見せた。それなのに…。

　数カ月後、父は洗剤を飲み、自殺を図った。次兄と病院に駆けつけると、家を出た長兄や継母、義弟もやってきた。家族がそろうのは約１年半ぶりだった。

　父は集中治療室のベッドに横たわり、医療器具や管につながれていた。

　筆談ができるまで回復すると「おれは生きていたらあかん人間や。本当に悪かった。大好きなお前たちやったのに。謝っても謝っても許されることではない」とノートに書いた。

　「家族でやり直そう。死んだらあかん」。祈りは届かず約半年後に亡くなった。「命を粗末にして」。悲しいけど悔しかった。その時、島田さんは１６歳。既に社会に出て働いていた。
　それから約２０年後、継母が自宅で孤独死した。離婚後、酒を浴びるように飲み、借金を重ねていた。死ぬ直前、「心の中に、あなたたちにしたことがいつも残っていて…。どうか許してほしい」。島田さんは「心が病気になっていただけ。自分を反省して気付いた瞬間からスタートだよ」と伝えた。継母の目には涙があふれていた。

　◇次兄まで無念の死、笑顔願い体験語る

　不幸は続いた。結婚し、子供にも恵まれた次兄。ずっと島田さんの親代わりだった。１０年１２月、４１歳で亡くなった。白血病だった。

　次兄は病床で「虐待で死ぬかも知れないという思いをしてきたが、親となり、仕事もさせてもらって、朝目覚めるだけで幸せや」。病気で苦しむ子と親を支援する活動をしたいと話していた。仕事がしたい、人の役に立ちたい。そう願いながら死んでいった。

　残された島田さん。「恨みや悲しみに時間を費やすなんてもったいない。一生懸命生きよう」と心底、思った。

　２２歳で結婚し、現在は３児の母。つらい日々を送っている人が笑顔で過ごせるようにとの思いから、次兄の死後、人前で虐待を受けた体験を語り始めた。体験談「ｅ　ｌｏｖｅ　ｓｍｉｌｅ〜いい愛の笑顔を〜」（パレード）も出版。何度も涙しながら書き上げた。

　受けた虐待の傷は深い。だからこそ、「今日を生きていることに感謝したい」。明るい声で言い切った。【岡奈津希】

http://mainichi.jp/area/nara/news/20130222ddlk29040465000c.html
・現場発:いじめ兆候、見逃しません　山口・全公立小中学校、週１アンケート導入　実名回答、子どもの変化を即チェック（2月25日）
　山口県が、いじめ防止を目的に、全公立小中学校の児童生徒へのアンケートを毎週１回実施するようになって間もなく半年になる。子どもの心の微妙な変化をつかむのが狙いで、教育委員会関係者は「いじめや虐待の早期発見に役立っている」と評価し、文部科学省も「全国的にも珍しく価値ある取り組み」と注目している。しかし一方で「週１で見逃したら毎日やるのか。抜本的対策が必要だ」との指摘もある。アンケートの現場を取材した。【吉川雄策】

　「さぁ始めて」−−。下関市の市立日新中３年４組の担任、白井美佐子教諭（４６）の合図に合わせ生徒たちは鉛筆を走らせた。普段は選択式だが、この日は月に１度の記述式。Ａ４判１枚にある質問は（１）暴力やいじめが周囲になかったか（２）最近うれしいと感じた友人の良い行動は何か−−で、約３分後、全員が書き終えた。

　選択式は「嫌な思いをしたことがあるか」「周囲に寂しそうにしている人はいないか」などで「ある」「いない」などから選ぶ。後から詳しく事情を聴けるよう回答は実名だ。

　「週１アンケ」は県内では周南市が第１号。当初数カ月ごとだったが、気付くのが遅れて深刻化したことがあり、１１年４月から週１にしていた。県教委によると、県内の小中学校におけるいじめの認知件数は毎年５００件前後で推移。どうすれば早く見つけられるのか。９５年７月ごろ、全児童生徒ら約２４万人を対象にアンケートを実施したが、その後次第に巧妙化し手詰まり感があったという。一昨年１０月の大津市のいじめ自殺を受け、よりきめ細かく子どもたちの気持ちや行動の変化を把握しようと周南市の取り組みを参考に、昨年の２学期途中から週１アンケを導入した。

　回収後、各校の担任や学年主任らが中心となってチェックし、「先生に相談したいこと」で「ある」とした子どもから事情聴取。いじめが疑われると校長や教頭を含む対策チームを編成し、保護者にも知らせ、各市町教委が指導主事クラスを派遣することもある。

　下関市教委生徒指導推進室によると、実施後、塾でのいじめや家庭での虐待が疑われるケースを把握した。日新中３年の男子生徒は「選択式ではマルを付けるだけだし楽に気持ちを伝えられる」と言い、白井教諭は「選択式だけでも生徒の変化を感じ取りやすくなった」と話した。

http://mainichi.jp/area/news/20130225ddp041100016000c.html
・香山リカのココロの万華鏡:子どもの心に向き合って　／東京（2月19日）
　本当に悲しい事件が起きてしまった。大阪府で小学校５年の男子児童が自ら命を絶ったのだ。この男児が通う小学校は、市内の学校の統廃合により、この４月に二つの学校に統合されることが決まっていたという。男児は以前から閉校に抵抗を示し、作文に「学校をつぶさないで」などと書いていたと報じられた。

　ちょうどこの年齢くらいまでの子どもは、建物や雲、空、植物、動物などと自分とをすぐに“合体”させたり、心を通わせ合ったりすることができる。もちろんそれは子ども自身の空想なのだが、木が伐採されている場面を見て「あの木が痛がって泣いている！」とリアルに感じ、自分も泣いてしまった、などという経験を持つ人は少なくないのではないだろうか。

　もちろん、この男児がそんな感覚を持っていて、校舎や教室の悲しみや痛みを感じて閉校に反対していたのかどうかはわからない。ほかの児童に統廃合に関しての聞き取り調査を行っていたともいわれるから、精神的には同じ年齢の子どもよりも成熟していた可能性も高い。もしかすると、一方でおとなに近い感覚で閉校に反対しつつ、同時に「学校と一体化して、その痛みを感じる」という子どもならではの感覚もあわせて持っていたのではないだろうか。だとしたら、よけいに「学校がなくなる」というのはこの男児にとって耐えがたいことだったはずだ。

　実は、私も出身の小学校、中学の閉校を経験している。いずれも十分、おとなになってからのことだったが、それでもなつかしい学校に「ありがとう、さようなら」と伝えたという閉校式の様子を聴いて、心がキリキリと痛むようであった。自分自身の大切な思い出や子ども時代までが、どこかに消えていく思いがしたのだ。

　ましていまそこに通っていた子どもにとっては、閉校は「児童数が減少したから」と客観的に説明されても、すぐには受け入れられることではないだろう。自分の通っていた小学校を、それと一体化するほどに愛していた感受性の強い男の子。彼のやさしさが、どうしてこんな悲劇につながらなければならなかったのか。教育の現場で、おとなたちはしっかり「子どもの心」に向き合えているのか。いじめや体罰の問題に注目が集まっているが、おとなでもない、赤ちゃんでもない、「子ども」とは何かということについて、もう一度、私たちは真剣に考えてみなければならない時を迎えているのではないか。

http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20130219ddlk13070221000c.html
・体罰:容認、中学で４割　「生徒指導難しい」−−福岡・春日市教委調査（2月20日）
　福岡県春日市教委は１９日、市立小中学校の全教職員を対象にした体罰に関する意識調査の結果を発表した。中学校では４割が体罰を容認したほか、体罰によらない教育の実現が「できる」は６割にとどまるなど生徒指導の難しさが浮き彫りになった。小学校の「容認派」は１３％だった。教職員の意識にまで踏み込んだ市の独自調査は全国的にも珍しく、市教委は「体罰容認の風土が根付いている」として研修などを行い体罰ゼロを目指す。【三木陽介】

　校務員らを除く５７３人を対象に１月末に体罰に関する考えや経験の有無などを記名式で尋ねた。

　体罰は指導上仕方ないという「容認派」は中学４０％、小学１３％▽許されないとする「批判派」は中学２８％、小学５９％で、小中学校で大きな差が出た。体罰はいけないと認識しながらも静観する「傍観派」は中学３２％、小学２８％でほぼ拮抗（きっこう）。中学の「容認派」は、４０代男性が７８％、２０代男性が６５％を占め、市教委は「先生の核となる４０代と若い２０代でこれだけ高いのは大きな課題」としている。

　体罰の経験の有無でも「ない」は小学６４％で中学３８％。ただ小中ともいずれも数％だが「棒などで体をたたく」「蹴る」などがあった。体罰によらない教育の実現は「できる」が中学６０％、小学８１％で「自信がないが努力したい」が中学４０％、小学１９％−−だった。

　体罰をしたことのある中学教員のうち小中高生時代に体罰を受けたことが「ある」は８５％。体罰をしたことがない教員のうち体罰を受けた経験者は６１％で２０ポイント以上低かった。

　自由記述式では「過度に萎縮しどう指導して良いか分からない」という声もあった。

　市教委は「中学校は生徒指導の難しさが考えられ、過去の体験が指導観に関係している可能性もある」と分析。山本直俊教育長は「学校だけでは解決できない問題。保護者、地域と一体となって取り組む」と話している。

http://mainichi.jp/area/news/20130220ddp041040029000c.html
・境界を生きる:同性愛のいま　当事者に聞く(2月25日)
毎日新聞　2013年02月25日　東京朝刊

　シリーズ「境界を生きる」は今回、同性愛者が直面する厳しい現実や新たな動きを４回にわたり紹介しました。どうしたら当事者たちが、もっと生きやすくなるのか。ゲイ（男性同性愛者）であることを公言している米国の大阪・神戸総領事、パトリック・Ｊ・リネハンさん（６０）と、東京都豊島区議の石川大我さん（３８）に聞きました。【丹野恒一】

　◇「君は独りじゃない」　存在、発信し続けて−−大阪・神戸米国総領事、パトリック・Ｊ・リネハン

　−−同性愛を取り巻く日本の状況を、どのように感じていますか。

　◆　米国の３０年前の状況に似ています。当時の米国では、ゲイはテレビのバラエティー番組で「オネエ言葉」をしゃべり、ばかにされながら笑いを取る役目でした。映画俳優や女優に、当事者にとって生き方のモデルになるようなゲイもレズビアンもいませんでした。でも、今は違います。

　−−なぜ変わったのですか。

　◆　例えば政治家では、映画にもなり有名なハーベイ・ミルク氏が７７年にゲイとして初めてサンフランシスコ市議になり、１０年後には連邦下院議員のバーニー・フランク氏がカミングアウト（告白）した。そうやって後に続く人が出てきた。かつて、バスの座席が白人と黒人で分けられていた時代、それに抵抗して逮捕された女性がいましたが、それと同じです。１番目になるのは難しいが誰かがその勇気を持たなくてはなりません。

　−−けれど、カミングアウトは難しい。

　◆　多くの日本の同性愛者が、自分を隠し、異性愛者だとうそをつきながら生きていることは知っています。地方ではサポートが少なく、より困難だということも理解しています。隠すのも、生きるための一つの方法であり、カミングアウトを「すべきだ」と言うつもりはありません。

　−−米国では若い同性愛者の自殺が後を絶たない。日本でも同じ指摘があります。

　◆　とにかく「君は独りじゃない」と伝えたい。同性愛を理由に差別されたり、いじめられたりした時、助けてくれる教師、家族、隣人、親戚、どこかに誰かがいる。「助けて！」と手を伸ばす勇気だけは持ってほしい。

　−−子どもが同性愛者だと知った時、親はどうすべきでしょう。

　◆　決して言ってはならないのは「なぜ？」という言葉です。

　私には一卵性双生児の兄がいます。一緒に育ち、同じ服を着て、同じ大学で学んだ。しかし、兄が好きになったのは女性で、私は男性だった。つまり「なぜ？」には意味がない。「ただ、そうなのだ」としか言えない。それよりも親は、子どもが何を感じているのか、何を望んでいるのか、どんな将来を夢見ているのかに気を配ることが大切です。

−−日本は同性愛者が生きやすい社会になるでしょうか。
　◆　米国には宗教や信条を理由とした同性愛者への根強い差別がありますが、日本の場合はむしろ「存在が無視されている」という印象です。

　同性愛が法律で禁じられているウガンダで２年前、ゲイの人権活動家、デビッド・カト氏が殺害されました。生前のインタビューで彼は「隠し続ければ存在しないことになる。もし存在しないなら、権利も、社会で暮らす場所もないことになる」と語っていました。日本は、一度理解が進み始めれば、きっと変化は早い。そのためにも、同性愛の当事者が、自分たちの存在や権利を、外に向けて語り続けなくてはなりません。

　◇若者が仲間に会える場を　教職員、正確な知識持って−−東京都豊島区議・石川大我

　−−生きづらさを抱える若い同性愛者がたくさんいます。

　◆　私は中学生の時に自分が同性愛者だと気付きましたが、初めて仲間に会えたのは２５歳になってからでした。インターネットやソーシャルメディアが発達した今でも、特に１０代の若者は、同性愛の仲間と出会うのは難しい。一つの学校に数人いても不思議はないのに、それぞれが誰にも言えずに苦しんでいるので、つながれないのです。

　−−１０代、２０代のゲイの友達づくりのイベントを開いていますね。

　◆　（１）公共施設で（２）昼間に（３）アルコール抜きで−−のコンセプトで、１０年以上前からほぼ２カ月に１回開いています。毎回５０人前後が参加し、半数は初めて参加した人。「こんな時に君ならどうする？」というテーマで話し合ったり、ゲームを楽しんだり。２年前からはレズビアンの人たちなどに向けたイベントも始めました。ただ、そういう場に参加できる積極性が持てない子や、地方に住む子には、まだ十分に手が届いていません。

　−−学校ができることはありますか。

　◆　まずは正確な知識を持つことです。教職員に限りませんが「男性が好きだということは、心は女性なのだろう」と性同一性障害と混同したり、同性愛を「選んだ」と誤解したりしている人があまりにも多い。社会は異性を愛する人だけで構成されているのではないことを意識して、同性愛を否定しない言動を心掛けてほしいです。

　昨年改定された国の自殺総合対策大綱は、性的マイノリティーについて、教職員の理解を促進することをうたっています。自分を肯定して思春期を過ごせるかどうかは、その後の人生を左右します。真剣に取り組んでもらいたいです。

http://mainichi.jp/feature/news/20130225ddm013100003000c.html
・いいママになりたかった:大阪２児放置死事件　反響特集　「ママ一人の肩には重過ぎる」（2月26日）
　大阪市西区のマンションに幼い姉弟を放置し餓死させたとして、殺人罪に問われた中村（旧姓・下村）早苗被告（２５）＝上告中。事件を題材にした曲「Ｈａｎｄｓ（ハンズ）」を作ったヒップホップグループ「ライムスター」の宇多丸（うたまる）さん（４３）とＭｕｍｍｙ（マミー）−Ｄ（ディー）さん（４２）は、被告の境遇をたどった本紙連載「いいママになりたかった」を読み「こういう形で落ち着いて考えることは大切」などと語った。２人の感想を、読者からの反響とともに紹介する。【反橋希美】

　「母も眠れ　母たることも忘れて」

　「完璧などない　特にヒトの育て方には　まして重過ぎるのさ　ママ一人の肩には」

　「Ｈａｎｄｓ」は、１０年７月の事件発覚から半年あまり後の１１年３月に発表されたアルバムの一曲。宇多丸さんとマミーディーさんが作詞し、「母親を支えよう」というメッセージを込めた。普段ヒップホップを聴かない母親らから「よく言ってくれた」と声が寄せられたという。

　曲作りのきっかけは、女性作家のＬｉＬｙさん（３１）が事件を取り上げたブログを、マミーディーさんが目にしたこと。母親がＳＯＳを出しにくい社会になっていると問題提起し、中村被告への非難一色だった世論に一石を投じる内容に共感した。

　自身も５歳と２歳の子を持つ父親。自分が眠い時に子どもに泣かれ、抱き上げて「うるさいなあ！」と言ってしまったことがある。

　「人間はなぜか、心で抑えようとしているのを越えちゃう時がある。彼女が元から鬼母だとは思えなかった」

　宇多丸さんは、事件発覚の約１カ月後にテレビ番組で一緒になったギャルママ（おしゃれを楽しむ若い母親）たちの姿が、被告と重なった。若さと外見から冷たい視線にさらされ、情報の乏しさから子育てに関する公的支援の存在すら知らない母親たち−−。

　「若いお母さんが、いかに孤立しているかに気付かされた。口では少子化を憂いながら（育児の責任を）すべて『母性』という美名のもとに母親に押しつけるのはおかしい」

　２人は連載を読み、何を感じたのか。

　マミーディーさんは、中村被告が養育放棄（ネグレクト）を受けた経験について「やっぱり不幸のらせんがあったんだなと思った」と語った。ただ、「起こしたことは許せない」との思いから、両親そろっての面会を望む被告に「甘えている」とも感じたという。

　宇多丸さんは、中学時代に家出を繰り返した中村被告を捜し回った父親（５２）に触れ「本質的に誰も悪人ではなかったと思った」と語った。

　「Ｈａｎｄｓ」の歌詞には男性が登場しない。この事件以降もネグレクトは相次いでいるが、相変わらず母親に焦点が当てられがち。曲には「男性不在」の風刺の意味も込めた。２人は言う。
　「関係ないやって思ってる男や（社会の）システムをつくる側にこそ聴いてほしい」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◆読者の声

　◇心を開ける存在が必要／言い訳に聞こえる

　連載には読者の反響も多数寄せられた。

　児童養護施設に２１年間勤め、昨年定年退職した静岡県の中島賢一郎さん（６１）は「彼女には、心を開ける存在が一人もいなかったのだろう」と推測する。

　約２０年前、施設でかかわった女性を連想するという。中学生の時に入所してきた女性は、脱走などの問題行動から施設の手に負えなくなり、卒業と同時に退所。後に２０代でシングルマザーとなったが、１歳の子どもに食事を与えず、餓死させた。

　この女性は、実母が家出したり養父から暴力を受けたりしていた。地裁は「子育てを学べる環境になかった」と、執行猶予付きの判決を言い渡した。

　「あのタイミングで退所させてよかったのか。何かできなかったか」。中島さんは今も自問するという。

　親の虐待で心に傷を負った子どもたちと長年かかわって感じるのは「誰かがそばにい続けることが大事だ」ということ。「中村被告も、これから両親が一緒に罪を背負うつもりで支えれば、わが子の死に向き合えるようになるのではないか」

　孤立しながら子育てをする母親への同情的な意見もあった。

　神奈川県の事務職の女性（４３）は、次女を妊娠していた２０代前半の時に元夫と別居。パートの職を見つけたものの「仕事をさせてもらっている」負い目から残業を断れず「いっぱいいっぱいの日々」が続き、めまいや吐き気に襲われた。病院で「精神的なストレスが原因」と診断されたが、周囲から「あなたは弱い」と責められた。

　「母親だって、ただの人間です」と書いた女性は「（中村被告も）きっと精いっぱい頑張った結果、限界がきてしまったのだろう」と想像している。

　「言い訳にしか聞こえない」など、生い立ちをたどった記事に批判的な意見も複数寄せられた。４０代の派遣社員の女性は「母親に放置されて気の毒だが、父親に保護され、家庭を得られている」と指摘。「そんなこと（成育歴）が理由になるなら、そんな状況を経験した人はみんな犯罪予備軍だろうか。差別的だ」との考えを記した

離婚した元夫の養育責任を問う声や、母子家庭への支援の充実を訴える意見も目立った。ＮＰＯ法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」（東京都千代田区）の赤石千衣子理事長は「生活保護費の削減が取りざたされ、さらに多くのシングルマザーが『生活保護を受けてはいけない』と福祉に頼ることを忌避するのでは」と懸念するメールを寄せた。「助けを呼んでもいい、というメッセージを、彼女たちにどうやって届けられるのか」と自問している。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◇ＲＨＹＭＥＳＴＥＲ（ライムスター）

　宇多丸、Ｍｕｍｍｙ−Ｄ、ＤＪ　ＪＩＮの３人組ヒップホップグループ。日本でヒップホップが広く認知される以前の８９年から活動を始める。今年１月、９枚目となるアルバム「ダーティーサイエンス」を発売。３月から全国ツアーに入る。

http://mainichi.jp/feature/news/20130226ddm013100043000c.html
・社説:いじめ体罰提言　今すぐできることから（2月27日）

　教育改革論議を進めている政府の教育再生実行会議が学校のいじめや体罰対策をまとめ、安倍晋三首相に第１次提言をした。

　学校が解決できないいじめの通報を受け、解決する第三者的な組織。道徳の教科化。対策法の制定。加害生徒への毅然（きぜん）とした対応や懲戒、警察との連携。体罰のない部活動に向けガイドライン策定−−。こうしたことなどを挙げる。

　政府がこの問題に強い懸念と危機意識を持ち、対応しようとするのは当然だろう。だが、今回を見る限りその提言は漠然として具体性に乏しく、実効性が見えてこない。

　例えば、いじめ対策と道徳の教科化の結びつきはわかりにくい。道徳教育は道徳の時間だけではなく、学校教育のすべてを通じて行われるものとされてきた。いじめの発生と、道徳が教科でないということの関連づけに飛躍はないだろうか。

　また教科となれば、評価や成績づけはどうするのか、そうしたことが道徳になじむのか、検定教科書は……とさまざまな課題が出てくる。

　肝心なのは、今すぐできることから速やかに、かつ着実に対策を進めることではないか。

　今回のいじめ対策論議の大きなきっかけになった大津市の中学生自殺問題で、詳細な検証をした第三者調査委員会の報告書は、問題の背景に教員の多忙を指摘した。

　校内での仕事に優先順位をつけて「選択と集中」で仕分けすることや行事の精選を挙げ、教育委員会には学校現場への依頼文書や事項の整理を行うよう求めている。これはただちに進められることではないか。

　書類づくりに追われ子供とじっくり向き合う時間がとれないということならば、本末転倒である。この「忙しすぎる先生」の問題は以前から指摘されてきた。また、教員のほかに専門スタッフを充実させることも有用だ。

　加害生徒の出席停止や必要に応じての警察との連携は、これまでも可能だった。

　それが必ずしも行われてこなかったのは、消極性や怠慢ゆえというだけでなく、その難しさや、ちゅうちょもある現場の苦悩にも目を向けるべきだろう。

　いじめは発生認知件数の統計はあるが、未然に、あるいは初めに芽を摘んだという、机上論ではない実践例はなかなか表に出ない。

　そうした体験や教訓を共有できる仕組みは作れないものか。

　教育再生実行会議は早速次のテーマ、教育委員会制度改革の論議に入った。これは「自治」という戦後学校教育制度の基本理念ともかかわってくるテーマでもある。

　熟議を望みたい。

http://mainichi.jp/opinion/news/20130227k0000m070106000c.html
・斎藤環の東北:２月　組織の病理と粘り強い記憶（2月27日）
　「あの日」から早くも２年が過ぎようという時期になって、一つの「人災」の検証がなされようとしている。津波によって児童や教職員８４人が死亡、あるいは行方不明となった宮城県石巻市立大川小学校。２月１０日、「大川小学校事故検証委員会」の遺族向けの報告会がようやく行われた。

　学校管理下で多くの子供たちが亡くなった悲劇の場所として「大川小学校」の名を記憶する人は少なくない。しかし「なぜあのような悲劇が起こったのか」についての真相究明が、今日に至るまでほとんど進んでいないという事実を、どれだけの人が知っているだろうか。

　もちろん私自身も知らずにいた一人だ。昨年末に出版された池上正樹、加藤順子著『あのとき、大川小学校で何が起きたのか』（青志社）を読んで、ようやくこの「人災」−−あえてそう記す−−の重要な意味を知らされた次第である。

　本書の記述を辿（たど）るほどに、あの悲劇は防ぎ得たのではなかったかとの思いが募ってくる。池上氏らは資料開示請求によって得た膨大な資料と遺族らの証言を突き合わせ、不可解な点をいくつもあぶり出していく。

　地震の直後、学校の裏山へ避難しようとした児童がいた。しかし教師によって連れ戻され、子供たちは津波が襲ってくるまでの約５０分間、校庭で待機させられた。ようやく避難を開始したのは津波が到達する直前であり、このため、多くの子供たちが犠牲になった。

　山へ逃げた児童が助かっている事実をふまえるなら「先生がいなければ助かった」という遺族からの厳しい批判もやむを得まい。

　不可解なのは、複数の児童が「山へ逃げよう」と訴えていたにもかかわらず、児童の聞き取り調査をまとめた公文書にはそうした記載が一切なかったことだ。聞き取りの際のメモも破棄されていた。

　現場にいてただ一人生き残った教師はショックを理由に現在も休職中であるが、著者によればその証言にも疑問点が少なくないという。

　多くの子供たちの命が失われた事実に対して、誰も責任をとろうとしない。むしろ責任逃れのために情報を隠蔽（いんぺい）し、時間稼ぎをしているのではないか。事実関係を追っていけば、誰もがそうした感想を抱くだろう。

http://mainichi.jp/select/news/20130227dde018070002000c.html
・記者の目:部活動の体罰＝林田七恵（大阪社会部）（2月28日）
　大阪市立桜宮高校バスケットボール部主将の男子生徒（当時１７歳）が自殺した問題で、体罰の実態を取材していた私に、有名スポーツ強豪高の元校長は「体罰は許されないという雰囲気を、生徒の間にもつくることが必要だ」と言った。「自分が悪かったんだし、たたかれても仕方ない」と体罰を肯定する考えが生徒に植え付けられている現実を踏まえれば、教師を管理して体罰を禁ずるだけでは不十分だ。暴力を否定する価値観を子供の中で育み、声を上げられる環境をつくることが、何より求められる。

　自殺した主将に体罰を加えたバスケット部顧問の男性教諭（４７）＝懲戒免職＝は市教委の調査に、「全国大会に連れて行ってほしい、大学進学の道筋を付けてほしい、と保護者は思っていた。プレッシャーがあった」と答えた。部活動の成果が生徒の進学や就職に直結し、指導者の評価にも影響する。他の学校にも共通することだ。指導者と保護者、生徒が結果を過度に重視する勝利至上主義が体罰を許す一因だと考える。

　一方、今回の体罰問題が氷山の一角という見方もある中で、同高の運動部員たちが記者会見で、勝利至上主義を強く否定したうえで、「社会に出ても恥ずかしくない礼儀やマナーを教わり、団結した時に出る力の大きさを知った」と訴えたことが気になった。全国大会にも出場した高校ソフトテニス部で顧問から体罰を受けていた女性も「テニス以外に命の大切さを教えてもらった」と取材に語った。

　こうした声を聞くと、人格形成に強い影響を及ぼす指導者による体罰が「時と場合によって暴力は正当化される」という価値観を生徒に植え付ける恐れはむしろ大きい、と感じる。彼らが大人になった時の体罰の再生産にもつながりかねない。

　◇生活規律重視も体罰肯定の恐れ

　部活動には、スポーツを通じてルールやマナーを教える効果がある。過去に荒れていた大阪府内の学校を訪ねると、生徒の落ち着きや目的意識の向上を図る指標として、部活動の加入率を示された。規範意識を高める役割も部活動は担っている。

　ところが、これも体罰肯定につながりかねない一面がある。生活規律の徹底を掲げる西日本の陸上強豪校で、風邪を引いた男子部員が「自己管理が足りない」と監督に殴られたことがあった。暴力は常態化し、十数回殴られた部員もいたという。ある保護者は「監督は『断腸の思いだった』と言ったが、本当に生徒を思うなら、十数回も殴ったりできないはずだ」と語る。男性監督による体罰が今年１月に発覚した駅伝強豪の愛知県立豊川工業高校陸上部も掃除など生活態度を重視する指導で知られていた。

指導者が逆上して振るった鉄拳ですら「生徒のため」と美化されれば、暴力に耐えることも必要と生徒は諦め、「態度を改めなければ」と肯定してしまう。人格育成の名の下で、そういう偽りがまかり通っていいはずがない。
　◇「自尊心」を育むＣＡＰの有効性

　部活動は閉鎖的にもなりがちだが、冒頭の元校長は在職中、教頭と手分けして各部の練習を毎日見学し、週末は試合を応援した。また、怒りの抑え方や部下のしかり方を学ぶ研修が民間企業に広まっている。参考になるはずだ。

　こうした取り組みとともに、暴力を受けない権利があることを生徒に伝えることが大切だ。体罰やいじめ、虐待を受けた生徒は、自分を責めたり無力感にとらわれたりすることもあるが、それを防ぐ取り組みの一例が、米国発祥のＣＡＰ（　キャップ　）（子供への暴力防止）プログラムだ。安心感や心身の自由などを奪われない権利があると子供に教え、自尊心を育もうとするもので、ロールプレー（役割演技）などを通して▽「嫌」と言う▽逃げる▽誰かに話す−−など効果的な対処法を一緒に考える。すでに兵庫県芦屋市や東京都品川区などの学校で導入されている。

　また、体罰は上下関係の中で起きるため、声を上げた生徒をきちんと受け止める態勢も不可欠だ。ＣＡＰでは、「子供の権利を守る」という価値観を大人にも浸透させるため、生徒のほか保護者や教職員に参加を求めている。対応窓口の整備も必要で、三重県教委は１日、臨床心理士や元教諭による体罰専用の相談電話を開設した。大阪府教委は１月、管理職や養護教諭らで作る校内の相談窓口の連絡先を生徒・保護者に明示するよう、全府立学校や市町村教委に指示した。全国への広がりが望まれる。

　部活動を「殴られても仕方がない」と教える場にしてはならない。
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＊読売新聞

・児童虐待防止　専門員を拠点病院に（2月2日）
ネットワーク化　新年度

　児童虐待への対策を強化するため、愛知県は新年度、拠点病院を中心とした防止ネットワークを構築する方針を決めた。

　虐待の兆候に気づきやすい医療機関を効果的に活用することで早期発見や防止につなげる考えだ。新年度予算案に関連経費を盛り込む。

　児童虐待の相談件数は増加傾向で、愛知県では昨年度、過去最高の１４９９件を記録した。小児救急現場では虐待を疑わせる受診も多いとされるが、知識や経験が乏しい医療機関もあるため地域全体で防止に取り組む体制整備が必要と判断した。

　計画では、あいち小児保健医療総合センター（愛知県大府市）を拠点病院に指定し、児童虐待専門のコーディネーターを配置。地域の医療機関からの相談に応じるほか、医師らを対象にした研修会なども実施する。ネットワークを充実させるための検討会議を開催するほか、県内の医療機関（小児科）の体制を把握するための調査も実施し、効果的な運用を目指す方針だ。

　一方、県は一時保護を必要とする児童が増加していることを踏まえ、県内２か所目の保護所を尾張地域に開設する方針も決めた。新年度に実施設計を行う予定で、定員は現在の４８人から７８人に増える見通し。２０１４年度に建設し、１５年度から運用を始める計画だ。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20130201-OYT8T00683.htm
・いじめ相談専門員、元教員を除外…大津市長（2月5日）
　大津市のいじめ問題を受けて、市が設置準備を進めている「いじめ対策推進室」を巡り、越直美市長は４日、定例会見で、同室に配置する相談調査専門員について、「学校とは違う観点を重視したい」として、教員経験者以外の臨床心理士や弁護士などを想定していることを明らかにした。

　市議会が検討を進めている子どものいじめ防止条例に基づき、市は４月にいじめ対策推進室や、常設の第三者機関となる「大津の子どもをいじめから守る委員会」も設ける。

　相談調査専門員は、教育、福祉、心理学などの大学院修士課程の修了者や、子どもと関わる仕事を３年以上経験した人などを対象とする方向で検討している。

　いじめ対策推進室の嘱託職員として、委員会を補助する業務や啓発活動の策定などを行う。越市長は会見で、「学校以外の目を入れるため、弁護士や臨床心理士などを予定している」と述べた。

　市の第三者調査委員会の報告書は「いじめ被害者の救済システムは学校外にも設けられる必要性がある」として、第三者機関の重要性を指摘している。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20130205-OYT8T01177.htm
・大津市いじめ防止条例、議員提案で可決へ（2月13日）
　大津市のいじめ問題に関連し、市議会は１２日、「子どものいじめ防止条例」案を１９日開会の２月市議会に議員提案することを決めた。同日採決を行い、共産党以外の各会派による賛成多数で可決する見込み。

　条例では２１か条を規定。第１条に目的として、「子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境をつくること」を掲げたほか、▽市の責務に「必要な施策を総合的に講じ、必要な体制を整備しなければならない」▽保護者の責務に「子どもの心情の理解に努め、愛情を持って育む」▽子どもの役割として「いじめを発見、相談を受けた場合には、家族、学校または関係機関等に相談することができる」――などを明記。

　いじめ相談ができる常設の第三者機関となる「大津の子どもをいじめから守る委員会」を設置することも盛り込んだ。付則として、２年後をめどに条例改正などを行うとしている。

　市は条例案が可決された後、２６日にも関連予算案を追加提出する。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20130213-OYT8T00833.htm
・大津市がいじめ防止条例可決、第三者機関常設へ（2月19日）
　いじめを受けた大津市立中学２年の男子生徒が自殺した問題を受け、同市議会は１９日、いじめに対応する第三者機関の常設などを盛り込んだ「子どものいじめ防止条例案」を議員提案し、賛成多数で可決した。

　４月１日から施行する。

　「子どもが安心して生活し、学べる環境作り」を目的に２１条で構成。いじめについて、市には子どもを守る施策と体制整備を義務付け、学校の責務として、命を大切にする心の育成や迅速な対応を挙げている。保護者には、いじめを見聞きした際の関係機関への速やかな通報を求めている。

　当初案では、「子どもの役割」として「いじめを受けたり発見したりした場合、相談する」としていたが、市民らから「子どもに義務を課すのか」との批判があり、「相談できる」とした。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130219-OYT1T00630.htm
・「いじめ防止条例」　高森町が制定へ（長野）（2月22日）
　高森町は、「子どもいじめ防止条例」制定に向けた議案を、３月７日開会の町議会に提案する。町ぐるみでいじめを防ぐのが狙いで、県内では初の事例となる。

　町にはもともと、地域が一体となっていじめ防止に取り組んでいこうとする土壌がある。２００８年１２月には、高森中の生徒が、暴力や「死ね」などの悪口を禁止するよう定めた「小原ヶ丘憲法」を作っている。

　いじめが全国で大きな社会問題となる中、こうした子どもたちの思いを反映した条例を作ろうとの機運が高まった。小中学校・保育園の関係者でつくる町次世代育成支援推進協議会が昨秋から議論を重ねていた。

　案では、対象となる「子ども」を、町内の小中学校に通う小中学生とし、町、学校、保護者それぞれの役割を明記。このうち、学校はいじめを認知した場合、速やかに町に報告し、町や保護者と連携して解決に当たる。また、保護者もいじめを認知した時は、町や学校に連絡、相談するよう求めている。小さな事象も地域で共有するのが目的だ。

　一方、深刻ないじめが発覚した際は、臨床心理士や医療関係者など専門家で構成する「いじめ防止専門委員会」をただちに開く。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/nagano/news/20130221-OYT8T01386.htm
・虐待で心に傷、子どものケア施設…川崎（2月25日）
１５年度開設目指す

　川崎市は、虐待などで傷つき専門的な支援を必要とする子どもに精神的、医療的ケアをする情緒障害児短期治療施設「（仮称）こども心理ケアセンター」の整備に乗り出した。

　２０１３年度当初予算案に１８４５万円を計上して施設の設計を行い、１５年度の開設を目指す。市は「児童養護施設にいる支援が必要な子どもに、適切なケアを受けさせられる環境を整えたい」としている。

　同様の施設は、県内で「横浜いずみ学園」（横浜市戸塚区）に次いで２か所目。建設予定地は、川崎市中原区井田の約４１４０平方メートルの市有地で、民間業者に委託して運営する。ケアセンターには、精神科や小児科など専門の医師や担当職員が常勤、より細かな心のケアにあたる。学校生活に不安がある子どものため、施設内学級も設置する。

　市によると、１９９９年度に１４６件だった児童虐待の相談・通告件数は２０１１年度、９倍の１３２０件に増加。虐待などで親と一緒に暮らせない要保護児童も増えている。

　市内には中原区と宮前区に児童養護施設がある。市が１１年９月、施設の子どもを対象に実施した調査では、２２１人中３７人が「抱える課題が重篤と考えられる」とされ、対策が急務となっていた。

　市こども福祉課によると、施設には医師が月に数回訪れて健康管理をしているが、特別な支援を必要とする子どもに十分なケアをすることは難しいという。現場からも「パニックになると自己抑制がきかない子どももおり、手が回らない」という声が上がっていた。

　ケアセンター開設と、１３～１４年度に麻生区と川崎区に新設が決定している児童養護施設の計３か所で、要保護児童の定員は１００人増え、約３００人になる予定。さらに、市は児童虐待に対応する行政向けマニュアルを整備し、学校や民生委員に配る虐待防止のハンドブックも作成する。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20130225-OYT8T00629.htm
・横浜市がいじめ防止条例制定へ（2月26日）

横浜市は、いじめを防止するため、「子どものいじめ防止に関する条例」を制定する。市議会のこども青少年・教育委員会（大桑正貴委員長）は条例の骨子案をまとめ、学校や教職員、保護者、子どもなどの責務や、深刻な事案に対応する第三者機関の設置などを盛り込んだ。３月に市民から意見を公募し、年内の条例制定を目指す。市議会局によると、いじめ防止の条例は政令指定都市では初めてという。

　骨子案では、いじめを、「児童生徒が、一定の人間関係にある者から心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じていること」と定義した。

　その上で、学校、保護者などの責務をそれぞれ明記し、学校は「いじめの未然防止、早期の発見と解決のため、組織的に対応する」とし、教職員は「自らの問題として受け止め、いじめの根絶に取り組む」とした。保護者の責務は「いじめに加担しないように指導し、子どもの周囲にいる大人と情報交換する」とし、子どもの責務は「他者への思いやりを持ち、いじめを受けていると思われる子どもに声かけをし、大人に積極的に相談する」とした。

　いじめ防止に向けて、市が行う具体的な取り組みでは、中学校校区ごとに地域住民らが参加する「いじめ防止会議」を設置し、防止に向けた行動計画を策定する。また、深刻な案件については、教育学や心理学などの専門家らで構成する第三者委員会を設置し、対応するとしている。

　横浜市教育委員会によると、大津市で中学２年生が自殺した問題を契機に行われたいじめに関する国の緊急調査で、市内の市立学校が２０１２年４～９月に把握したいじめの件数は２８５７件と、１１年度に把握した件数（２１６１件）よりも３２％増えた。

　条例の骨子案は各区役所や図書館などで配布し、市議会ホームページにも掲載する。市民意見の公募期間は３月１～３１日で、郵送、ファクス、ホームページなどから受け付ける。問い合わせは、横浜市議会局議事課（０４５・６７１・３０４５）へ。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kanagawa/news/20130225-OYT8T01575.htm
・社説　ハーグ条約　子供の利益守る制度を築け（2月28日）

　子供の利益が損なわれないよう、政府は適切な法制度と支援体制の整備に努める必要がある。

　安倍首相は、国際結婚の破綻に伴う子供の連れ去りに対応する「ハーグ条約」への早期加盟を、日米首脳会談でオバマ大統領に約束した。

　この条約には、欧米を中心に８９か国が参加しており、国際ルールとして定着しつつある。主要８か国（Ｇ８）で唯一未加盟の日本も締結を急がねばならない。

　自民、公明両党は、条約の承認案と関連する国内法案の国会提出を了承した。民主党も与党時代、加盟を推進する立場だった。与野党は今国会中の承認・成立に努力してもらいたい。

　条約は、１６歳未満の子供が片方の親に連れ去られた場合、もう一方の親が返還を求めれば元の国に戻すことを原則としている。

　関連法案は、子供の返還を命令するための国内の裁判手続きや、条約を所管する外務省の役割などについて定めるものだ。

　国会審議の焦点は、子供の返還を拒否できる条件である。
　法案は、返還の申立人が子供や元配偶者らに暴力を振るう恐れがある場合などと明記する。元の国に戻った親や子供が家庭内暴力（ＤＶ）にさらされるとして加盟慎重論があることに配慮した。

　だが、元の国でのＤＶ被害を立証するのは容易ではない。この条件で十分なのかどうか、審議を尽くしてもらいたい。

　欧米では、子供を連れ去った親を「誘拐犯」として訴追する場合がある。子供を連れて戻れば逮捕されかねない。こうした事情をどう判断するかも重要である。

　法案は、担当裁判所を東京と大阪の両家庭裁判所に限定する。返還の申し立ては年数十件程度と見られており、裁判所を絞ることで審理のノウハウが集積しやすくなると判断したのだろう。

　東京、大阪でなくても近くの裁判所から電話やテレビ会議での審理参加も認めるという。遠隔地に住む人の負担を抑えようという方針は評価したい。

　日本が条約に加盟すれば、返還命令を受けた日本人の親子が、元の国に戻って親権を巡る裁判に臨むケースも出てくる。在外公館は邦人支援の一環として、現地の弁護士や支援団体を紹介するなどの措置を取ることが望ましい。

　一方、日本から海外に連れ去られる子供についても、条約は適用される。外務省は、子供の返還を求める日本人に対する支援体制を整えるべきだ。
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20130228-OYT1T00143.htm?from=ylist
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